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第7章 マスタープランの事業計画 

7.1 プロジェクトの構成と事業費計画 

6 章では地域の貧困削減のために必要なマスタープランの開発コンポーネントおよびコンポ

ーネント達成のためのプロジェクトの詳細を記した。 

本項に、マスタープランの事業計画として各プロジェクトの構成、事業実施スケジュール、

関係者別事業負担、プロジェクト実施のための原資を示す。 

7.1.1 プロジェクト構成 

マスタープランの事業計画は、プロジェクトの構成を基に具体的なスケジュール、事業資金

の投入を検討する。本項では 6 章で提案したプロジェクトの内容と資金計画からプロジェク

ト構成を以下のとおり設定する。 

表 プロジェクトの構成 

プロジェクト構成 開発 

コンポーネント 
プロジェクト 

活  動 資金源 

1.1自給作物生産向

上 

・ 優良種子選定および種

子生産供給 

・ 種子銀行設立 

・ 優良種子活用生産活動 

・ 普及活動強化 

・ ﾏｲｸﾛｸﾚｼﾞｯﾄ 

1.2 農家所得向上 ・ 配布繁殖クイ飼育セン

ター 

・ 生産組合連合設立 

・ 配布資材活用生産展開

・ 共同処理・販売施設 

・ 配合飼料生産 

・ 普及活動強化 

・ ﾏｲｸﾛｸﾚｼﾞｯﾄ 

1.3零細牧畜乳生産

向上 

・ 農民組織育成 

・ 普及活動強化 

・ 乳生産改善 ・ ﾏｲｸﾛｸﾚｼﾞｯﾄ 

1.4 換金作物支援 ・ 生産改善 ・ 普及活動強化 ・ ﾏｲｸﾛｸﾚｼﾞｯﾄ 
・ 起業家融資 

1.農牧業の改善 

1.5乳製品流通向上 ・ 組合育成 ・ 流通システム整備 ・ 起業家融資 

2.1農産加工業振興 ・ 起業活動支援 ・ 事業運営支援 ・ 起業家融資 

2.2乳製品加工業振

興 

・ 組合育成 

・ 起業活動支援 

・ 品質向上 

・ 販売強化 

・ 起業家融資 

2.農外産業の振

興 

2.3農村手工業振興 ・ 零細生産者の集団化 

・ 手工業振興 

・ 普及活動強化 ・ ﾏｲｸﾛｸﾚｼﾞｯﾄ 
 

3.生活の向上 3.1 生活・生産基盤

整備 

・ 事業発掘・計画策定 

・ 建設機械整備・活用 

・ 建設機械活用 

・ 資材調達 

・ ミンガ参画促進 

・ インフラ整備 

・ 施設維持管理 

・ 行政の資金投資

4.1 植林事業促進 ・ 育苗センター整備 

・ 苗配布計画 

・ 保全地域植樹計画 

・ 生産地域植樹計画 

・ 行政の資金投資4.環境の保全 

4.2 環境教育 ・ 農民への環境啓発教育 ・ 若年層への環境教育 ・ 行政の資金投資

5.1CREA 強化 ・ 施設近代化 

・ 農場有効活用 

・ 人材強化 ・ 行政の資金投資5.支援機関強化 

5.2INIAP 強化 ・ 施設改善 ・ 試験強化 ・ 行政の資金投資
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7.1.2 事業実施スケジュール 

マスタープランの目的を達成するために各コンポーネントのプロジェクトを実施する。プロ

ジェクト実施スケジュールを決定するに当たって、CREA に配分される国家予算額と国際機関

からの資金調達の確認ができないため、平均年間事業費を 2005 年の CREA の年間予算約 70 万

米ドルの 2 倍以内と考え、マスタープランで作成した改善策が地域に対しての有効性を保持

する期間を 15 年と想定した。 

事業開始順序は 4 章で述べたマスタープランの開発課題の実施順序に基づき、1.農牧業の改

善コンポーネントのうち、優先して、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家所得向上、1.3 零細牧

畜乳生産向上プロジェクトを開始する。3.生活の向上コンポーネント、5.支援機関強化コン

ポーネントも初年度から開始する。 

マスタープラン開始 5年後から 1.農牧業の改善コンポーネントの 1.4 換金作物支援プロジェ

クト、1.5 乳製品流通向上プロジェクトを開始し、これらが終了する 10 年後から 2.農外産業

の振興コンポーネントを開始する。4.環境保全プロジェクトは 15 年の全マスタープラン期間

を通して活動する。 

以下にプロジェクトならびにプロジェクト構成の各活動の実施スケジュールを示す。 
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表 事業実施スケジュール 

事業年度

プロジェクト プロジェクト構成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

優良種子選定・生産・供給

種子銀行設立

優良種子活用生産活動

普及活動強化

配布繁殖クイ飼育センター

生産組合連合設立

配布資材活用生産展開

配合飼料生産

共同処理・販売施設

普及活動強化

農民組織育成

牛乳生産改善

普及活動強化

栽培改善

普及活動強化

組合育成

流通システム整備

普及活動強化

起業活動支援

事業運営支援

組合育成

起業活動支援

品質向上

販売強化

零細生産者の集団化

地域産業への支援

手工業振興

普及活動強化

事業発掘・計画策定

建設機械整備

建設機械活用

資材調達

ミンガ参画促進

インフラ整備

施設維持管理

育苗センター整備

苗配布計画

保全地域植樹計画

生産地域植樹計画

農民への環境啓蒙教育

若年層への環境教育

施設近代化

農場有効活用

人材強化

施設改善

試験強化

２ＫＲ見返り資金活用 ＢＩＤ資金活用 資金調達（国内資金、国際金融機関資金）

3.1生

活・生

産基盤

整備

4.1植林

事業促

進

4.2環境

教育

1.

農

牧

業

の

改

善

2.

農

外

産

業

の

振

興

3.

生

活

の

向

上

1.1自給

作物生

産向上

1.2農家

所得向

上

1.3零細

牧畜乳

生産向

上

1.4換金

作物支

援

1.5乳製

品流通

向上

2.1農産

加工業

振興

2.2乳製

品加工

業振興

2.3農村

手工業

振興

5.1CRE

A強化

5.2INIA

P強化

4.

環

境

保

全

5.

支

援

機

関

強

化
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7.1.3 関係者別事業負担 

a. 受益者側負担 

受益者負担の主な内容は、一般農民に対する（1）マイクロクレジット、（2）起業家融資の貸

入れ返済、（3）農家の投入資金および労働提供としての(4)ミンガ活動、(5)相互扶助である。 

受益者の生産活動に必要な資金は、受益者自らが金融システムから資金融資を受け返済を行

う。また、農家はプロジェクト活動の中で定められた必要な投入を資金もしくは資機材の形

で行う。一方、プロジェクトの導入に必要な労働提供は、公共性のある事業を共同で実施す

るミンガ活動と、プロジェクト実施のために農家間で必要な労働の相互扶助である。 

b. 行政側負担 

行政側の負担は、(6)建設機械調達、(7)建設資材調達、(8)施設建設、(9)CREA ならびに INIAP

が行う技術支援、(10)CREA、INIAP 州政府および市が行う活動支援である。負担内容は、基

本的に受益者側で基盤整備を行うために必要な建設機械および建設資材の調達からなる行政

部門投資、プロジェクト実施における技術支援および活動支援に係る支援活動費とする。こ

れらの必要資金に関しては、CREA の年度予算に計上する。また、INIAP、州政府および市に

対しても、事業範囲、事業スケジュールなどの調整を取り、関連事業の連携を図る。 

表 各プロジェクトの事業構成と事業主体 

受益者側負担 行政側負担 

資金融資 
労働 

提供 
行政部門投資 支援活動費

開発 

コンポーネント 
プロジェクト名 (1)

マ
イ
ク
ロ 

ク
レ
ジ
ッ
ト 

(2)
起
業
家
融
資 

(3)
農
家
の
投
入
資
金 

(4)
ミ
ン
ガ
活
動 

(5)
相
互
扶
助 

(6)
建
設
機
械
調
達 

(7)
建
設
資
材
調
達 

(8)
施
設
建
設 

(9)
技
術
支
援 

(10)
活
動
支
援 

1.1 自給作物生産向上 ○  ○  ○    ○ ○ 

1.2 農家所得向上 ○  ○  ○   ○ ○ ○ 

1.3 零細牧畜乳生産向上 ○  ○  ○    ○ ○ 

1.4 換金作物支援 ○  ○  ○    ○ ○ 

1.農牧業の改善 

1.5 乳製品流通向上  ○ ○  ○     ○ 

2.1 農産加工業振興  ○       ○ ○ 

2.2 乳製品加工業振興  ○        ○ 2.農外産業の振興 

2.3 農村手工業振興 ○  ○  ○    ○ ○ 

3.生活の向上 3.1 生活・生産基盤整備    ○  ○ ○  ○ ○ 

4.1 植林事業促進    ○ ○  ○ ○   
4.環境保全 

4.2 環境教育          ○ 

5.1 CREA 強化       ○ ○ ○  
5.支援機関強化 

5.2 INIAP 強化       ○ ○ ○  
注）ただし、(3)農家の投入資金、(4)ミンガ活動、(5)相互扶助は日常の農民の生産活動であるため、事業費には計上しない。 
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7.1.4 プロジェクト実施のための原資 

マスタープランを実施するプロジェクト事業費は、行政部門投資によって賄う。CREA は大統

領府の、INIAP は農牧省の下部機関であるため、それぞれ上部組織の予算でプロジェクトを

行う。各上部機関はエクアドル国外務省を通じて、世界銀行、米州開発銀行などの国外融資

機関からの融資を受けることも可能である。 

零細農民が利用するマイクロクレジットは、エクアドル中央銀行などの政府機関銀行がエク

アドル国大蔵省からの予算を受け取り、プロジェクトで創設するマイクロクレジット運用組

織に融資を行う。 

起業家融資は、プロジェクト対象農民が一般融資機関からの融資を受けるもので、一般市中

銀行、NGO の経営する融資組織などが対象となる。 

資金活用による事業実施
（シェラ南部地域生産活性化・
貧困削減計画）

③行政部門資金投資

②起業家融資

①マイクロクレジット

国際金融機関
融　資

大統領府（ＣＲＥＡ）・

農業省（ＩＮＩＡＰ）

銀行

マイクロクレジット
運用組織

農家所得向上

自給作物生産向上

農産加工業促進

エクアドル国内予算

マイクロクレジット
運用組織

零細牧畜乳生産向上

乳製品加工業促進

エクアドル国

大蔵省

乳製品流通向上

生活・生産基盤整備

植林事業促進

ＣＲＥＡ強化

INIAP強化

支援国外務省

換金作物支援

農村手工業支援

環境教育

 
図 プロジェクト実施のための予算の流れ 
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7.2 プロジェクト事業費計画 

7.2.1 プロジェクト構成別事業費 

本マスタープランは、実施機関の年度予算でも実施可能な小規模プロジェクトが構成され、

プロジェクト参画者の事業負担も低く抑えられている。事業は各農家が事業実施のための資

金借り入れ、返済を無理なく行うことのできる規模である。 

事業費の総額は 20.693 百万米ドルで、この内貧困農民に直接寄与するコンポーネントである

1.農牧業の改善コンポーネントは 6.313 百万米ドルと事業費に占める割合が大きい。3.生活

の改善コンポーネントは 7.9 百万米ドルと農牧業の改善コンポーネント事業費を上回る金額

だが、CREA の資産となる建設機械調達費が 5百万米ドルと大きく、プロジェクトで利用する

建設資材費、活動支援費は各々2.5 百万米ドルと 0.4 百万米ドルである。各プロジェクトの

事業費は以下の通りである。 

表 プロジェクト構成別事業費 

事業構成 

受益者側負担 行政側負担 
資金融資 行政部門投資 支援活動費 プロジェクト 

事業費 

(US$x 千) 
マイクロクレジ

ット初期投資額

一般

融資

ミン

ガ活

動
建設機

械調達

建設資

材調達 

施設 

建設 

技術 

支援 

活動

支援

1.1 自給作物生産向上 1,863 63 100 100 300 1,000 300
1.2 農家所得向上 1,730 30 100 300 100 1,000 200
1.3 零細牧畜乳生産向上 1,620 520   1,100
1.4 換金作物支援 600 100   500
1.5 乳製品流通向上 500 0   500

1. 農 牧

業 の 改

善 

 

小 計 6,313 713 0 200 400 400 4,100 500
2.1 農産加工業促進 500   500
2.2 乳製品加工業促進 800   300 500
2.3 農村手工業振興 680 80 0   600

2. 農 外

産 業 の

振興 

小 計 1,980 80 0   300 1,600
3.1 生活・生産基盤整備 7,900 0 5,000 2,500  4003. 生 活

の向上 小 計 7,900 5,000 2,500  400
4.1 植林事業促進 200 0 100 100  
4.2 環境教育 200 0   200

4. 環 境

保全 

小 計 400 100 100  200
5.1 CREA 強化 2,800 900 1,400 500
5.2 INIAP 強化 1,300 1,000 300 

5. 支 援

機 関 強

化 小 計 4,100 1,900 1,700 500
事業費合計 20,693 793 0 0 5,300 4,900 2,100 5,100 2,500

注）ここで使う「事業費」とは、政府側負担分にマイクロクレジット初期投資額を加えた金額とする。 

 

なお、資金調達はプロジェクト毎に調達すると非効率であるため、共通した事業構成に基づ

く投入を実施することが望まれる。そのため、本マスタープランで示される全プロジェクト

達成に必要な事業構成別の事業費は以下のようになる。なお、事業構成別に資金を調達し、

マスタープランのいくつかの事業を先行して実施することも可能である。 
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表 事業構成の活動内容と資金 

事業構成 活動内容 事業費(US$)

マイクロクレジット 事業費には初期投入資金を算入する。 793,000*1

 小規模・零細農民・農民組織への総融資額（US$9,890,000） 

起業家融資 受益者が一般融資機関の融資を受けるため事業費に算入しない。 0*2

 起業育成を目的とした総融資額（US$1,500,000） 

ミンガ活動 生活・生産施設建設工事、植林事業活動 0

建設機械調達 建設機械調達 5,300,000

建設資材調達 灌漑施設用資材（約 2,500ha 相当分） 2,000,000

 農村道路資材 400,000

 簡易水道用資材 400,000

 学校・診療所用資材 200,000

 CREA 強化策用資材（試験機器等） 900,000

 INIAP 強化策用資材（試験機器等） 1,000,000

施設建設 CREA 強化策としての施設建設 1,400,000

 INIAP 強化策としての施設建設 700,000

技術支援 計画策定支援、技術支援 5,100,000

活動支援 事業運営支援、環境保全事業支援 2,500,000

合 計  20,693,000
注）*1 は下記「マイクロクレジット事業費」参照 

  *2 は下記「起業家融資事業費」参照 

マイクロクレジット事業費： 

上表「事業構成の活動内容と資金」ではマイクロクレジッ

ト事業費には「初期投入資金を算入する。」と記述し

US$793,000 を計上している。また、次段に「小規模・零細農

民・農民組織への総融資額（US$9,890,000）」を記述し、こ

の金額を事業費の計上からはずしている。 

本マスタープランでは、事業費を、外部からプロジェクト

に投入する金額と設定しており、マイクロクレジットの事業

費は、クレジット開始時に外部から投入する基金とした。 

プロジェクトで運営するマイクロクレジットでは農民、農

民組合に総額 US$9,890,000 の融資を行うが、初回の貸し出

し分の US$793,000 以外はマイクロクレジット元金と利子を

運用するため、外部からの資金投入はない。したがって、マ

イクロクレジットの事業費は初期投入資金の US$793,000 と

なる。 

 
起業家融資事業費： 

上表「事業構成の活動内容と資金」では起業家融資の事業

費には「受益者が一般融資機関の融資を受けるため事業費に

算入しない。」と記述し、更に、次段に「一般融資機関が融

資を受ける起業育成を目的とした総融資額は US$1,500,000

である。」を記述し、この金額を事業費の計上から外してい

る。 

上記マイクロクレジット事業費と同様に、本マスタープラ

ンでは、事業費を、外部からプロジェクトに投入する金額と

設定している。 

起業家融資では、起業家がプロジェクト外の一般融資機関

との間で融資と返済を行うため、資金調達とその返済はプロ

ジェクト外で行うことになる。したがって、起業家融資の総

融資額は US$1,500,000 であるが、それは事業費として算入

しない。 

 

7.2.2 年度別事業費 

事業実施スケジュールをもとに配分した年度別事業費を以下に示す。1.農牧業の改善コンポ

ーネント等プロジェクトで各農家へマイクロクレジットを利用した資金を貸し付けるプロジ

ェクトでは、マイクロクレジットの資金に応じて受益者数が決定する。行政側の支援活動費

は受益者数に応じて割り当てられる。 

農民組織および起業家に融資を行う 2.農外産業振興コンポーネントのプロジェクトは一般融

資機関を利用する。そのため、年度別の事業実施規模はその年の採択件数で決定される。こ

こでは、便宜上、年度別のプロジェクト受益者数を一定とし、以下に示す表ではそれに応じ

た支援活動費を計上している。 
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表 年度別事業予算 

コンポーネント

事業年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

受益農家数 300 400 500 650 850 800 1,050 1,350 1,800 2,300 10,000

資金融資 63 63

行政部門投資 15 20 25 33 43 40 53 68 90 115 500

支援活動費 39 52 65 85 111 104 137 176 234 299 1,300

合計 117 72 90 117 153 144 189 243 324 414 1,863

受益農家数 21 21 63 63 147 200 299 449 673 1,064 3,000

資金融資 30 30

行政部門投資 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500

支援活動費 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200

合計 280 250 150 150 150 150 150 150 150 150 1,730

受益農家数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

資金融資 520 520

行政部門投資 0

支援活動費 300 200 200 200 200 1,100

合計 820 200 200 200 200 1,620

受益農家数 200 200 200 200 200 1,000

資金融資 100 100

行政部門投資 0

支援活動費 100 100 100 100 100 500

合計 200 100 100 100 100 600

受益農家数 40 40 40 40 40 200

資金融資 0

行政部門投資 0

支援活動費 100 100 100 100 100 500

合計 100 100 100 100 100 500

受益農家数 2,321 2,421 2,563 2,713 2,997 1,240 1,589 2,039 2,713 3,604 0 0 0 0 0 24,200

資金融資 613 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713

行政部門投資 65 70 75 83 93 90 103 118 140 165 0 0 0 0 0 1,000

支援活動費 539 452 365 385 411 404 437 476 534 599 0 0 0 0 0 4,600

合計 1,217 522 440 467 503 594 539 593 674 764 0 0 0 0 0 6,313

受益農家数 40 40 40 40 40 200

資金融資 0

行政部門投資 0

支援活動費 100 100 100 100 100 500

合計 100 100 100 100 100 500

受益農家数 40 40 40 40 40 200

資金融資 0

行政部門投資 0

支援活動費 200 150 150 150 150 800

合計 200 150 150 150 150 800

受益農家数 400 400 400 400 400 2,000

資金融資 80 80

行政部門投資 0

支援活動費 200 100 100 100 100 600

合計 280 100 100 100 100 680

受益農家数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480 480 480 2,400

資金融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80

行政部門投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支援活動費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 350 350 350 350 1,900

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 350 350 350 350 1,980

受益農家数 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 3,900

資金融資 0

行政部門投資 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 7,500

支援活動費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400

合計 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7,900

受益農家数 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 0 0 0 0 0 3,900

資金融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行政部門投資 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 0 0 7,500

支援活動費 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 400

合計 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 0 0 0 0 0 7,900

受益農家数 0

資金融資 0

行政部門投資 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 200

支援活動費 0

合計 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 200

受益農家数 0

資金融資 0

行政部門投資

支援活動費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 200

合計 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 200

受益農家数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資金融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行政部門投資 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 200

支援活動費 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 200

合計 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 400

受益農家数 0

資金融資 0

行政部門投資 500 500 500 400 400 2,300

支援活動費 100 100 100 100 100 500

合計 600 600 600 500 500 2,800

受益農家数 0

資金融資 0

行政部門投資 300 300 300 200 200 1,300

支援活動費 0

合計 300 300 300 200 200 1,300

受益農家数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資金融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行政部門投資 800 800 800 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600

支援活動費 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

合計 900 900 900 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,100

受益農家数 2,711 2,811 2,953 3,103 3,387 1,630 1,979 2,429 3,103 3,994 480 480 480 480 480 30,500

資金融資 613 0 0 0 0 100 0 0 0 0 80 0 0 0 0 793

行政部門投資 1,630 1,635 1,640 1,448 1,458 855 868 883 905 930 10 10 10 10 10 12,300

支援活動費 694 607 520 540 566 459 492 531 589 654 510 360 360 360 360 7,600

合計 2,937 2,242 2,160 1,987 2,023 1,414 1,359 1,413 1,494 1,584 600 370 370 370 370 20,693

1.農牧業

の改善

1.1自給作物

生産向上

1.2農家所得

向上

1.3零細牧畜

乳生産向上

1.4換金作物

支援

1.5乳製品流

通向上

小　計

2.農外産

業の振興

2.1農産加工

業振興

2.2乳製品加

工業振興

2.3農村手工

業振興

小　計

4.環境保

全

4.1植林事業

促進

4.2環境教育

小　計

プロジェクト

事業費ｘUS$1,000

総　　　計

5.支援機

関強化

5.1CREA強化

5.2INIAP強化

小　計

3.生活の

向上

3.1生活・生

産基盤整備

小　計
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7.2.3 一農家あたりの負担 

プロジェクトの対象である農家は立地条件が悪く、規模が小さい零細な農牧業に従事してい

る。マスタープランではこの農家へ技術支援を行い、生産量・収入を上げることを目的とす

るが、農家分析で明らかになったように対象農家に大きな投資を伴うプロジェクトの導入は

難しい。 

本マスタープランで初期段階に実施する 1.1 自給作物生産向上、1.2 農家所得向上、3.1 生活

の向上プロジェクトでは、一戸あたり農家負担額が US$300 以下とし、貧困農家でも実現可能

な金額とした。 

表 プロジェクト別一農家あたり投入額と受益農家数 

プロジェクト名 
受益農家数 

（戸） 

平均投入金額 

（US$/一農家）

支援活動費 

（US$/一農家） 
農家負担形態 

1. 農牧業の改善コンポーネント   

1.1 自給作物生産向上 10,000 209 130 マイクロクレジット

1.2 農家所得向上 3,000 300 133 マイクロクレジット

1.3 零細牧畜乳生産向上 10,000 260 550 マイクロクレジット

1.4 換金作物支援 1,000 500 500 マイクロクレジット

1.5 乳製品流通向上 200 2,500 250 一般融資 

2. 農外産業の振興コンポーネント   

2.1 農産加工業促進 200 2,500 2,500 一般融資 

2.2 乳製品加工業促進 200 2,500 4,000 一般融資 

2.3 農村手工業振興 2,000 200 300 マイクロクレジット

3. 生活の向上コンポーネント   

3.1 生活・生産基盤整備 3,900 0 103 ミンガ活動 

4. 環境保全コンポーネント   

4.1 植林事業促進 ― 0 ― ミンガ活動 

4.2 環境教育 ― 0 ― 無し 

5. 支援機関強化コンポーネント   

5.1 CREA強化 ― 0 ― 無し 

5.2 INIAP強化 ― 0 ― 無し 
注）7章付属資料プロジェクト実施プログラムに算出根拠を示す。 

7.2.4 資金調達 

マスタープラン事業の資金は、原則として CREA、INIAP および地方政府に対し、エクアドル

国政府が配分する国内予算を活用する。さらに、事業の実施のため、国内予算のみならず、

エクアドル国外部の予算の活用の可能性も合わせて示す。 

以下の表に示すとおり、国外予算には二国間援助、多国間援助があり、これら各機関に対し

て CREA は大統領府、INIAP は農牧省を通じてエクアドル国外務省から申請を行う。各国、各

機関共に独自の融資、協力基準を設けているため、事前にそれらを調査する必要がある。以

下に事業構成別資金調達の可能性を示す。 
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表 事業構成の資金調達源 
国外予算 

二国間援助 多国間援助国内予算 

無償資金協力 有償資金協力 事業構成 

予算 

(US$ 

x1,000)

CREA INIAP 
州政府市

役所 
技術協力

無償資金

援助 

財団等の

無償援助

政府間

協調 

国別援

助基金 
IDB CAF WB

マイクロクレジット 793 ○      ◎ ○ ○ ○ ○

起業家融資 0 ○      ○ ○ ○ ○ ○

ミンガ活動 0            

建設機械購入 5,300 ○    ○ ○  ○ ○ ○ ○

建設資材購入 4,900 ◎  ◎     ○    

施設建設 2,100 ◎ ◎      ○ ○ ○ ○

技術支援 5,100 ◎ ◎ ○ ○        

活動支援 2,500 ◎  ○ ○        

合 計 20,693            

◎：申請中（2005 年 6 月現在） ○：可能性あり 

なお、参考としてエクアドル国に対するスキーム別の技術協力・資金融資機関を以下に記す。 

表 スキーム別技術協力・資金融資機関 
資金協力 

主要援助機関 
技術 

協力 無償 有償

IFAD (国際農業開発基金、International Fund for Agricultural Development)   ○ 

FAO (国連食糧農業機関、Food and Agriculture Organization of the United Nations) ○   
国
際 

連
合 

UNEP (国連環境計画、United Nations Environment Programme) ○ ○ ○ 

IBRD (国際復興開発銀行、International Bank for Reconstruction and Development)   ○ 世
界 

銀
行 IFC (国際金融公社、International Finance Corporation)   ○ 

IDB (米州開発銀行、Inter-America Development Bank)   ○ 

IIC (米州投資公社、Inter-America Investment Corporation)   ○ 

CAF (アンデス開発公社、Corporacion Andina de Fomento)   ○ 

地
域
開
発
銀
行 EBI (欧州投資銀行、European Investment Bank)   ○ 

USAID (米国国際開発庁、Agency for International Development) ○ ○  

USEXIM (米国輸出入銀行、US Export-Import Bank of the United States)   ○ 

DFID (イギリス国際開発庁、Department for International Development) ○ ○ ○ 

GTZ (ドイツ技術協力公社、Deutsche Gesellschaft Technische Zusammenarbeit GmbH) ○ ○  

CIDA (カナダ国際開発庁、Canadian International Development Agency) ○ ○  

AFD (フランス開発庁、Agence Francaise de Development) ○ ○ ○ 

NBP (フランス ナテクシス、Natexis Banques Populaires)   ○ 

Mediocredito ( イタリア国 中期信用中央金庫、Mediocredito Centrale S.p.A – Instituto 

Centrale per il Credito a Medio Termine S.p.A.) 

  ○ 

Sida (スウェーデン国際開発協力庁、Swedish International Development Cooperation 

Agency) 

○ ○  

SEK (スウェーデン輸出信用金庫、AB Svensk Exportkredit)   ○ 

NIO  ( オ ラ ン ダ 開 発 途 上 国 投 資 銀 行 、 De Nederlandese Investeringsbank Voor 

Ontwikkelingslanden NV) 

○ ○ ○ 

OKB (オーストリア管理銀行、Oesterreicchische Kontrollbank AG)   ○ 

ICO (スペイン金融公社、Instituto de Credito Oficial)   ○ 

DUCROIRE/DELCREDERE (ベルギー信用保証庁、The Belgian Export Credit Agency)   ○ 

JICA （日本国際協力機構、Japan International Cooperation Agency） ○ ○  

JBIC (日本国際協力銀行、Japan Bank for International Cooperation)   ○ 

二
国
間
援
助 

EU AID (ヨーロッパ国際開発庁、Europian Agency for International Development) ○ ○  

注)JICAによる無償資金協力は外務省が管轄している。
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7.3 プロジェクト実施体制 

プロジェクトは住民参加型により農家主体で実施され、一方、支援側は CREA を中心とし INIAP、

州政府、市、大学及び NGO 等と協調した支援体制を構築する。 

マスタープランは農家の立地条件と生活レベルに合わせプロジェクトを構成している。プロ

ジェクト構成のうち、技術・組織面の支援は CREA が実施し、INIAP は営農技術の改善に関す

る支援を行う。市、州政府は普及・広報活動、資機材調達の資金支援、組織支援を行う。 

表 プロジェクト実施体制 

開発コンポーネント

プロジェクト

プロジェクト構成
1.1自給作物生産向上

優良種子選定および種子生産供給
種子銀行設立
優良種子活用生産活動
普及活動強化

1.2農家所得向上
配布繁殖クイ飼育センター
生産組合連合設立
配布資材活用生産展開
配合飼料生産および共同処理・販売施設
普及活動強化

1.3零細牧畜乳生産向上
農民組織育成
牛乳生産改善
普及活動強化

1.4換金作物支援
栽培改善
普及活動強化

1.5乳製品流通向上
組合育成
流通システム整備
普及活動強化

2.1農産加工業振興
起業活動支援
事業運営支援

2.2乳製品加工業振興
組合育成
起業活動支援
品質向上
販売強化

2.3農村手工業の振興
零細生産者の集団化
地域産業への支援
手工業振興
普及活動強化

3.1農業生産基盤整備・生活基盤整備
事業発掘および計画策定
建設機械整備
建設機械活用
資材調達
ミンガ参画促進
建設機械・資材活用によるインフラ整備
施設維持管理

4.1植林事業
育苗センター整備
苗配布計画
保全地域植樹計画
生産地域植樹計画

4.2環境教育
農民への環境啓発教育
若年層への環境教育

5.1CREA強化
施設近代化
農場有効活用
人材強化

5.2INIAP強化
施設改善
試験強化

5
.
支
援
機
関

強
化

1
.
農
牧
業
の
改
善

2
.
農
外
産
業
の
振
興

3
.
生
活
生
産

　
　
基
盤
整
備

4
.
環
境
保
全

大学 ＮＧＯ金融機関CREA INIAP 州政府 市
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7 章付属資料 プロジェクト実施計画 

この章では、附属資料として 6 章で述べた各プロジェクトの内容をもとに、以下にそれぞれ

の実施計画をまとめた。この資料は、本文中に記述した年度別事業予算、プロジェクト構成

別事業費の内容を補完するものである。 

 

 

プロジェクト名 ページ 

1. 農牧業の改善コンポーネント 

1.1 自給作物生産向上.....................................  7-13 

1.2 農家所得向上.........................................  7-14 

1.3 零細牧畜乳生産向上...................................  7-15 

1.4 換金作物支援.........................................  7-16 

1.5 乳製品流通向上.......................................  7-17 

2. 農外産業の振興コンポーネント  

2.1 農産加工業促進.......................................  7-18 

2.2 乳製品加工業促進.....................................  7-19 

2.3 農村手工業振興.......................................  7-20 

3. 生活の向上コンポーネント 

3.1 生活・生産基盤整備...................................  7-21 

4. 環境保全コンポーネント 

4.1 植林事業促進.........................................  7-22 

4.2 環境教育.............................................  7-22 

5. 支援機関強化コンポーネント  

5.1 CREA強化.............................................  7-23 

5.2 INIAP強化............................................  7-23 
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1. 農牧業の改善コンポーネント 

1.1 自給作物生産向上プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織  

2. 支援実施機関 INIAP、CREA 市、大学、公的金融機関、NGO 等との連携も想定

される。 

3. 受益者 農民（10,000 農家家族）  

4. 強化対象機関 INIAP（技術活動・普及活動） 種子生産関連施設を整備する。 

5. 実施期間 10 年間  

6. 資金 受益者 MC 利用総額 （US$2,090,000） 注）1．参照、MC はマイクロクレジットの略 

  初年度 MC 投入額 US$63,000 注）2．参照 

  行政側負担 US$1,800,000 注）3．参照 

  事業費 US$1,863,000 =行政側負担＋初年度 MC 投入額 

  活動費総額 （US$3,890,000） =MC 利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 マイクロクレジット 地域の状況に応じて返済方法を検討する。 

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 種子銀行設立 種子銀行の設立と対象作物の優良種子で 50haの

圃場で種子生産を開始する。 

   優良種子による生産向上（技術支

援） 

翌年 750ha に拡大し、種子銀行が優良種子の頒

布と回収のシステムを持つ。 

   農民への普及活動（運営支援）  

   マイクロクレジット 種子銀行が、肥料、作付け資金等の貸付を行う。

10. 農家単位事業費 US$209 一農家あたり平均投入額（注）１．参照） 

   US$130 一農家あたり支援活動費（注）３．参照） 

プロジェクトは 10 年間で終了する。プロジェクト対象は初年度に 300 農家、10 年後に総計 10,000 農家と想定し

た。一農家あたり 1.0ha の生産向上を行い、プロジェクト期間中に現況作付面積 120,000ha に対して 10,000ha の

改良を目指す。マイクロクレジットはプロジェクト初年度に 300 農家分のクレジット原資 US$62,700 を受け取り

（一農家平均あたり US$209）、農家が毎年 30%の利子を種子銀行へ返済し、クレジット資金を拡大・維持する。5

年後に元金を返済し、以降はクレジット資金残金を利用してプロジェクトを拡大する。 

注）１. 10,000 農家受益者負担内容・金額（マイクロクレジット）は以下のとおりである。 
作 目 対象数量 単位面積費用 総投入額 

トウモロコシ栽培 4,200ha US$200/ha US$840,000 

バレイショ栽培 500ha US$300/ha US$150,000 

フリホール豆栽培 3,200ha US$200/ha US$640,000 

ソラマメ栽培 1,700ha US$200/ha US$340,000 

エンドウ豆栽培 200ha US$200/ha US$40,000 

その他 200ha － US$80,000 

合 計 10,000ha US$2,090,000 

一農家あたり平均投入額 1.0ha US$209/農家 

注）２. 初年度投入額、事業年度別投入金額と運転資金（US$x1,000） 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 合計 

受益農家数 300 400 500 650 850 800 1,050 1,350 1,800 2,300 10,000

初年度投入額 63     返済      

融資金額 63 84 105 136 178 167 219 282 376 480 2,090 

注）３． 行政側負担内容・金額は以下の通り。 
予算別事業構成 事業費 内 容 

建設機械調達 US$100,000 優良種子生産 

建設資材調達 US$100,000 優良種子生産 

施設建設 US$300,000 優良種子生産 

行
政
部

門
投
資

小 計 US$500,000  

技術支援 US$1,000,000 主に CREA、INIAP の支援経費 

活動支援 US$300,000 主に州政府、市役所の活動経費 
支
援
活

動
費 

小 計 US$1,300,000 一農家あたり US$130 

合 計 US$1,800,000 行政側負担金額 
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1.2 農家所得向上プロジェクト 

No. 項 目  内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織  

2. 支援機関 INIAP、CREA 市、大学、公的金融機関、NGO 等との連携も想

定される。 

3. 受益者 農民（3,000 農家）  

4. 強化対象機関 INIAP（普及活動） クイ飼育センターの建設 

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者MC利用総額 (US$4,300,000) 注）1．参照、MC はマイクロクレジットの略 

  初年度 MC 投入額 US$30,000 注）2．参照 

  行政側負担 US$1,700,000 注）3．参照 

  事業費 US$1,730,000 =行政側負担＋初年度 MC 投入額 

  活動費総額 （US$6,000,000） =MC 利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 組合金融制度、ﾏｲｸﾛｸｼﾞﾚｯﾄ 生産した優良クイで返済を行う。 

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 クイ飼育センター設立  

   生産連合組合設立（運営支援）  

   配布資材を活用した生産展開 

（技術支援） 

 

   配合飼料の生産および生産物の共

同処理・販売(技術支援・運営支援)

 

   普及活動強化 INIAP を対象とするプロジェクト。 

10. 農家単位事業費 US$300(クイ舎建設は除く) 一農家あたり平均投入額（注）１．参照） 

   US$400 一農家あたり支援活動費（注）３．参照） 

農家所得向上プロジェクトは 10 年間で終了する。プロジェクトは組合が農家に優良クイを供与し、農家は 2 年後

に 2 倍のクイを返却する。優良クイ飼育と同時に木トマト作付けを行い、更に希望する農家にクイ舎建設費を貸

与する。木トマト作付け、クイ舎建設は年利 10%の利子を課す。農家はプロジェクト資金をマイクロクレジットか

ら調達する。元金は 3年後に返済する。 

注）１． 受益者負担内容・金額（マイクロクレジット）は以下の通りである。 
作 目 対象数量 単位あたり費用 必要投入額 

1)クイ舎建設 3,000 農家 US$1,000/舎 US$3,000,000 

2)木トマト栽培作付け費用（0.3ha/農家） 900ha US$500/ha US$450,000 

3)クイ飼料 3,000 農家 US$150/農家/年 US$450,000 

配合飼料生産および共同処理施設 20 箇所 US$20,000 US$400,000 

合 計 3000 農家  US$4,300,000 

一農家あたり平均投入額   US$1,433/農家 

（$4,300,000/3,000） 

(クイ舎建設を除く)   US$300/農家 

（0.3hax$500+$150） 

注）２. 初年度投入額、事業年度別投入金額と運転資金 (US$x1,000) 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 合計 

受益農家数 21 21 63 63 147 200 299 449 673 1,064 3,000

初年度投入額 30   返済        

融資金額 30 30 90 90 211 286 429 643 965 1,526 4,300

注）３. 行政側負担内容・金額は以下の通り。 
予算別事業構成 事業費 内 容 

建設機械調達 US$100,000 クイ舎建設、アンデス果優良実苗生産 

建設資材調達 US$300,000 クイ舎建設、アンデス果優良実苗生産 

施設建設 US$100,000 クイ舎建設、アンデス果優良実苗生産 

行
政
部

門
投
資

小 計 US$500,000  

技術支援 US$1,000,000 INIAP、CREA の技術支援経費 

活動支援 US$200,000 市役所の活動支援経費 支
援

活
動
費 小 計 US$1,200,000 一農家あたり US$400 

合 計 US$1,700,000 行政側負担金額 
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1.3 零細牧畜乳生産向上プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織  

2. 支援機関 CREA 市、大学、公的金融機関、NGO 等との連携も想

定される。 

3. 受益者 農民（10,000 農家）  

4. 強化対象機関 CREA（技術指導、普及活動）  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者MC利用総額 (US$2,600,000) 注）1．参照、MC はマイクロクレジットの略 

  初年度 MC 投入額 US$520,000 注）2．参照 

  行政側負担 US$1,100,000 主に CREA の技術支援費 

  事業費 US$1,620,000 =行政側負担＋初年度 MC 投入額 

  活動費総額 （US$3,700,000） =MC 利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 マイクロクレジット  

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画 一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 生産者組織の育成（運営支援）  

   乳生産の向上（技術支援）  

   農民への普及活動強化（運営支援）  

   マイクロクレジット設立  

10. 農家単位事業費 US$260 一農家あたり平均投入額（注）１．参照） 

   US$110 一農家あたり支援活動費（注）３．参照） 

零細牧畜乳生産向上は5年間で終了する。受益者は牧草改良を行う8,000農家と、電気牧柵も同時に導入する2,000

農家、合計 10,000 農家である。各農家はマイクロクレジットによって資金を調達し、毎年返済を行う。 

注）１. 受益者負担内容・金額（マイクロクレジット）は以下の通りである。 
作 目 対象数量 単位あたり費用 必要投入額 

牧草改良のみ 8,000 農家 US$200/農家 US$1,600,000 

電柵設置こみ牧草改善 2,000 農家 US$500/農家 US$1,000,000 

合 計 10,000 農家  US$2,600,000 

一農家あたり平均投入額   US$260/農家 

注）２. 初期投資額、事業年度別投入金額と運転資金 (US$x1,000) 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合計 

受益農家数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

初期投資額 520 返済  

融資金額 520 520 520 520 520  2,600 
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1.4 換金作物支援プロジェクト 

No. 項 目  内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織  

2. 支援機関 INIAP 市、大学、公的金融機関、NGO 等との連携も想

定される。 

3. 受益者 農民（1,000 農家）  

4. 強化対象機関 INIAP（技術指導、普及活動）  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者 MC 利用総額 (US$500,000) 注）1．参照、MC はマイクロクレジットの略 

  初年度 MC 投入額 US$100,000 注）2．参照 

  行政側負担 US$500,000 主に INIAP の技術支援費 

  事業費 US$600,000 =行政側負担＋初年度 MC 投入額 

  活動費総額 （US$1,000,000） =MC 利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 マイクロクレジット  

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画 一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 農民への普及活動強化（運営支援）  

   マイクロクレジット設立  

10. 農家単位事業費 US$500 一農家あたり平均投入額（注）１．参照） 

   US$500 一農家あたり支援活動費 

換金作物支援プロジェクトはマスタープラン開始 5 年後から、5 年間のプロジェクト期間を経て後 10 年後に終了

する。受益者は 1,000 農家で各農家１.0ha の換金作物品質改善支援を受ける。必要経費はマイクロクレジットの

融資を受ける。 

注）1． 受益者側負担内容・金額（マイクロクレジット）は以下の通りである。 
作 目 対象数量 単位あたり費用 必要投入金額 

アンデス果樹 1,000ha US$500/ha US$500,000 

一農家あたり平均投入額   US$500/農家 

注）２． 初期投資額、事業年度別投入金額と運転資金 (US$x1,000) 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合計 

受益農家数 200 200 200 200 200  1,000 

初期投資額 100     返済  

融資金額 100 100 100 100 100  500 
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1.5 乳製品流通向上プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織  

2. 支援機関 CREA 市、大学、公的金融機関、NGO 等との連携も想

定される。 

3. 受益者 農民組織（20 組合、農民 200 農家）  

4. 強化対象機関 CREA（技術指導、普及活動）  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者側負担 （US$500,000） 注）1．および２．参照 

  投入額 0 組合の借入資金のため、事業費に含まない。 

  行政側負担 US$500,000 主に CREA の技術支援 

  事業費 US$500,000 =行政側負担 

  活動費総額 （US$1,000,000） =融資利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 起業家融資  

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画 一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 集出荷組合の育成（運営支援）  

   流通システム整備（運営支援）  

   起業家融資  

10. 農家単位事業費 US$2,500 一農家あたり平均融資額（注）１．参照） 

   US$250 一農家あたり支援活動費 

乳製品流通向上プロジェクトはマスタープラン開始 5 年後から、5 年間のプロジェクト期間を経て後 10 年後に終

了する。受益者は 20 農民組合、間接受益者 200 農家である。必要経費は企業が一般融資を受ける。 

注）１． 受益者側負担内容・金額（起業家融資）は以下の通りとする。 
項 目 対象数量 単位あたり額 必要投入額 

乳製品流通向上 20 組合 US$25,000/組合 US$500,000 

一農家あたり平均融資額   US$2,500/農家 

注）２． 事業年度別投入金額と運転資金 (US$x1,000) 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ 合計 

受益農家数 40 40 40 40 40 200 

融資金額 100 100 100 100 100 500 
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2. 農外産業の振興コンポーネント 

2.1 農産加工業振興プロジェクト 

 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織・起業家  

2. 支援機関 CREA 市、大学、金融機関、NGO 等との連携も想定される。

3. 受益者 農民組織・起業家（20 組織、200

農家） 

雇用増大が目的のため、間接受益者を 200 農家と

した。 

4. 強化対象機関 CREA（技術指導、事業運営）  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者側負担 （US$500,000） 注）1．および２．参照 

  投入額 0 組合の借入資金のため、事業費に含まない。 

  行政側負担 US$500,000 主に CREA の活動支援 

  事業費 US$500,000 =行政側負担 

  活動費総額 （US$1,000,000） =融資利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 一般融資  

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画 一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 起業家支援（運営支援）  

   起業家融資  

   事業運営支援（運営支援）  

10. 農家単位事業費 US$2,500 一農家あたり平均融資額（注）1.参照） 

   US$2,500 一農家あたり支援活動費 

農産加工業振興プロジェクトはマスタープラン開始 10 年後から、5年間のプロジェクト期間を経て後 15 年後に終

了する。受益者は 20 起業家、間接受益者 200 農家である。必要経費は起業家が一般融資を受ける。 

注）1． 受益者側負担内容・金額（起業家融資）は以下の通りとする。 
項 目 対象数量 単位あたり額 必要投入額 

農産加工業 20 企業 US$25,000/組合 US$500,000 

一農家あたり平均融資額   US$2,500/農家 

注）２． 事業年度別投入金額と運転資金 (US$x1,000) 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ 合計 

受益農家数 40 40 40 40 40 200 

融資金額 100 100 100 100 100 500 
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2.2 乳製品加工業振興プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織・起業家  

2. 支援機関 CREA 市、大学、金融機関、NGO 等との連携も想定される。

3. 受益者 農民組織・起業家（20 組織、200

農家） 

 

4. 強化対象機関 CREA（技術指導、事業運営）  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者側負担 （US$500,000） 注）１．および２．参照 

  投入額 0 組合の借入資金のため、事業費に含まない。 

  行政側負担 US$800,000 注）３．参照 

  事業費 US$800,000 =行政側負担 

  活動費総額 （US$1,300,000） =融資利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 起業家融資  

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 組合育成（運営支援）  

   企業活動支援（運営支援）  

   品質向上（技術支援）  

   販売強化（運営支援）  

   起業家融資（運営支援）  

10. 農家単位事業費 US$2,500 一農家あたり平均融資額（注）１．参照） 

   US$4,000 一農家あたり支援活動費（注）３．参照） 

乳製品加工業振興プロジェクトはマスタープラン開始 10 年後から、5 年間のプロジェクト期間を経て後 15 年後に

終了する。受益者は 20 起業家、間接受益者 200 農家である。必要経費は起業が一般融資を受ける。 

注）１． 受益者側負担内容・金額（起業家融資）は以下の通りとする。 
項 目 対象数量 単位あたり額 必要投入額 

乳製品加工 20 企業 US$25,000/組合 US$500,000 

一農家あたり平均融資金額   US$2,500/農家 

注）２． 事業年度別投入金額と運転資金 (US$x1,000) 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ 合計 

受益農家数 40 40 40 40 40 200 

融資金額 100 100 100 100 100 500 

注）３． 行政側負担内容・金額は以下の通り。 

予算別事業構成 事業費 内 容 

技術支援 US$300,000 主に CREA、INIAP の経費 

活動支援 US$500,000 主に州政府、市役所の経費 支
援

活
動
費 合 計 US$800,000  
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2.3 農村手工業振興プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織  

2. 支援機関 CREA 市、大学、公的金融機関、NGO 等との連携も想定

される。 

3. 受益者 農民組織（40 組合、2,000 農家）  

4. 強化対象機関 CREA（技術指導、事業運営）  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者 MC 利用総額 (US$400,000) 注）１．参照、MC はマイクロクレジットの略 

  初年度 MC 投入額 US$80,000 注）２．参照 

  行政側負担 US$600,000 主に市役所、CREA の活動支援 

  事業費 US$680,000 =行政側負担＋初年度 MC 投入額 

  活動費総額 （US$1,000,000） =MC 利用総額+行政側負担 

7. 資金調達 受益者側 マイクロクレジット  

  行政側 一般会計予算  

8. 資金計画 一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 零細生産者の集団化（運営支援）  

   地域産業への支援（運営支援）  

   マイクロクレジット  

10. 農家単位事業費 US$200 一農家あたり平均投入額 

   US$300 一農家あたり支援活動費 

農村手工業振興プロジェクトはマスタープラン開始 10 年後から、5年間のプロジェクト期間を経て後 15 年後に終

了する。受益者は 40 組合からなる間接受益者 2,000 農家である。必要経費はマイクロクレジットを利用する。 

注）1． 受益者側負担内容・金額（マイクロクレジット）は以下の通りとする。 
項 目 対象数量 単位あたり額 必要投入額 

農村手工業融資 40 企業 US$10,000/組合 US$400,000 

一農家あたり平均投入額   US$200/農家 

注）２． 事業年度別投入金額と運転資金 (US$x1,000) 
事業年度 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合計 

受益農家数 400 400 400 400 400  2,000 

融資/返済 80     返済  

融資金額 80 80 80 80 80  400 
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3. 生活の向上コンポーネント 

3.1 生活・生産基盤整備プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関 農民組織  

2. 支援機関 CREA 県、市、大学、NGO 等との連携も想定される。

3. 受益者 受益面積 2,500ha 

受益農家 3,900 戸 

22 のパロキアで計画策定を行い、2,500ha の灌

漑事業を行う。 

26 プロジェクト、受益農家 3,900 戸 

4. 強化対象機関 CREA（技術指導、事業運営）  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者側負担 US$0 注)１．参照 

  行政側負担 US$7,900,000 注)２．参照 

  事業費 US$7,900,000  

7. 資金調達 行政側 一般会計予算  

     

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 事業発掘及び生活基盤整備（運営支援）  

   建設機械整備  

   資材調達  

   ミンガ参画促進（運営整備）  

   建設機械・機材活用によるインフラ整備  

   建設機械維持管理  

10. 農家単位事業費 US$ 0 農家数負担費（ミンガ活動による労力提供） 

   US$103 行政側支援費/農家数 

注）1. 受益農民は、労働提供としてミンガ活動を行うため、資金投入は行わない。小規模灌漑施設の建設では、

受益農民がミンガ活動を行うことによって建設工事費は大幅に削減される。この活動を支援するために、

CREA は工事用建設機械と配管資材供与、ならびに技術支援を行う。CREA の支援活動はエクアドル国家予

算にて行う。 

注）2. 当調達では以下の建設機械・機材・資材の調達を行う。これらの調達機械・機材・資材は社会・生産イ

ンフラの整備、CREA 施設整備および INIAP 施設整備に活用する。計画の詳細、資機材調達に必要な金額

は以下の通りである。 

予算別事業構成 目 的 内 容 事業費 

建設機械調達 建設機械整備 
ブルドーザ、トラクターショベル 

バックホウ、グレーダー、ダンプトラック等 
US$5,000,000

建設資材調達 
灌漑施設用資材 

（約 2,500ha 相当分）
セメント、砂利、砂、配管材料等 US$1,000,000

 農村道路 敷砂利、管渠材料 US$400,000

 簡易水道用資材 セメント、砂利、砂、配管材料等 US$400,000

 学校・診療所用資材 
屋根材、レンガ、セメント、砂利、砂、木材、

机、イス等 
US$200,000

  小 計 US$2,000,000

行政部門 

投資 

  合 計 US$7,000,000

支援 

活動費 
活動支援 主に CREA、市役所の経費 US$400,000

   小 計 US＄400,000

   総 計 US$7,400,000
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4. 環境の保全コンポーネント 

4.1 植林事業プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関  農民  

2. 支援機関  CREA、地方政府 教育機関、NGO 等との連携も想定される。 

3. 受益者  農民  

4. 強化対象機関  CREA  

5. 実施期間 10 年間  

6. 投入資金 受益者側負担 US$0 ミンガ活動による労働提供 

  行政側負担 US$200,000 注)１．参照 

  事業費 US$200,000  

7. 資金調達 行政側 一般会計予算  

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 苗配布計画（技術支援）  

   保全地域植樹計画  

   生産地域植樹計画  

注）1. 行政側負担内容・金額は以下の通り。 
予算別事業構成 事業費 内 容 

行政部門 

投資 

建設機材調達 
US$100,000

苗木生産配布 

 建設資材調達 US$100,000 苗木生産配布 

 合 計 US$200,000  

 

4.2 環境教育プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関  CREA  

2. 支援機関  大学、NGO 県、市、教育機関等との連携も想定される。 

3. 受益者  農民  

4. 強化対象機関  CREA（普及活動）  

5． 実施期間    

6. 投入資金 受益者側負担 US$0 ミンガ活動による労働提供 

  行政側負担 US$200,000 技術支援 

  事業費   

7. 資金調達 行政側 一般会計予算  

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 農民への環境啓発教育  

   若年層への環境教育  
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5. 支援機関強化コンポーネント 

5.1 CREA強化プロジェクト 

No. 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関  CREA  

2. 支援機関  CREA  

3. 受益者  CREA  

4. 強化対象機関  CREA（技術指導、事業運営）  

5． 実施期間    

6. 投入資金 行政負担 US$2,800,000 注）1.参照 

  事業費 US$2,800,000  

7. 資金調達 行政側 一般会計予算  

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 施設近代化計画  

   農場有効活用計画  

   人的資源育成計画  

注）1. 資材調達、施設建設、活動支援の詳細を以下に示す。 
予算別事業構成 目 的 調達内容 事業費 

行政部門投

資 

資材調達 CREA 強化策用資機材（試

験機器等） 

農用トラクタ、ピックアップ、実験機器 

パソコン機器(ソフト含む)、手工芸機器等 

US$900,000

 施設建設 CREA 強化策としての施

設建設 

農場施設(保冷室、搾乳室、試験室等)建設 

農場付帯の土木工事 

US$1,400,000

   小 計 US$2,300,000

支援 活動支援   US$500,000

活動費   小 計 US$500,000

   合 計 US$2,800,000

 

5.2 INIAP強化プロジェクト 

 項 目 内 容 説 明 

1. 実施機関  INIAP  

2. 支援機関  INIAP  

3. 受益者  INIAP  

4. 強化対象機関  INIAP（技術指導、事業運営）  

5． 実施期間    

6. 投入資金 行政側負担 US$1,300,000 注）1．参照 

  事業費 US$1,300,000  

7. 資金調達 行政側 一般会計予算  

8. 資金計画  一般会計 外部資金援助を積極的に導入する。 

9. プロジェクト実施方法 施設改善計画  

   試験強化計画  

注）1. 行政側負担内容・金額は以下のとおり。 
予算別事業構成 目 的 調達内容 事業費 

行政部門

投資 

資材調達 INIAP 強化策用資機材（試

験機器等） 

土壌分析機器、各種実験機器、パソコン機

器、車輌、ビデオカメラ等 

US$1,000,000

 施設建設 INIAP 強化策としての施設

建設 

温室、種子倉庫、種子乾燥施設等の建設、

農業資材倉庫、農場内整備等 

US$300,000

   合 計 US$1,300,000
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第8章 事業評価および環境・社会配慮 

8.1 事業評価 

8.1.1 プロジェクト概要 

事業評価はプロジェクト毎に行う。各プロジェクトは対象者・対象事業に違いがあるため、

これらの特徴を把握するために、以下に事業概要をまとめた。 

プロジェクト名 事業概要 

全プロジェクト共通 農民および農民組織の能力を引き出し、農民自身による貧困削減策を、行政側がマイク
ロクレジット、農業支援およびインフラ整備のための必要資材を提供して行い、農村部
における産業活性化を図る。 

1.1 自給作物生産向上 農民組織はマイクロクレジットを活用して優良種子、農業生産資材を調達し、優良種子
活用による農業生産改善を行う。そのためにカントンレベルに種子銀行を設置し、優良
種子活用農業のシステムを構築し、農業支援を強化して生産者のボトムアップを図る。
これによって地域の農業生産を向上させ、農家レベルの自給状況を改善する。このため、
優良種子生産センター、種子銀行、マイクロクレジットの整備および支援システムの整
備を行う。 

1.2 農家所得向上 これまで市場経済に関与していない地域で、アンデス地域の蛋白源であるクイの飼育お
よびアンデス果樹の栽培を組合組織レベルで行う。このためクイ飼育センター設置と、
クイ生産者組合連合を設立する。また、組合を組織し集団でクイ飼育およびその流通を
強化する。当初の必要資金はマイクロクレジットを活用して調達するが、ある程度事業
が進んだ時点から自己資金で事業を展開する。 

1.3 零細牧畜乳生産向上 零細牛乳生産地帯に、牛乳生産改善方策として、優良牧草導入、飼育方法改善、電気牧
柵の導入を行い、婦人の労働軽減と、牛乳生産量向上を行う。このため、生産者組織の
育成、普及活動強化、乳生産改善およびマイクロクレジットを強化する。 

1.4 換金作物支援 地域競争力を持つアンデス果樹の栽培を強化し、高品質の産物を生産する。このため、
農業支援の強化およびマイクロクレジットの強化を行う。 

1.5 乳製品流通向上 地域の乳製品の競争力向上のため、乳製品の流通に関するシステムを改善する。これに
より、地域で生産する牛乳の品質向上と、生産者の収入向上を図る。このため、流通改
善のための組織構築への支援、保冷タンク等の流通システム改善のための資金調達支援
を行う。 

2.1 農産加工業振興 地域の戦略農産物の加工業を推進し、市場競争力を高める。特にアンデス果樹、既存地
場産業等の支援を行う。このため、起業家活動、資金および事業運営への支援を行う。

2.2 乳製品加工業振興 地域で生産される牛乳の付加価値追加および牛乳の市場拡大のため、地域内既存の乳製
品加工業への支援を行う。支援は、市場競争力の分析、品質向上の方策、市場の獲得方
法等を行う。なお、必要に応じた資金支援を行う。 

2.3 農村手工業振興 地域内の既存手工業への支援を行い、地場産業の競争力を高める。支援の方法は、CREA
の持つ施設活用による研修強化、販売システムの整備、生産物改良のために必要な施設
設置への資金支援等である。 

3.1 生活・生産基盤整備 地域要望が高く、かつ農業生産計画を策定している地域に対し農業基盤整備のための建
設機械貸与および建設資材供与、エンジニアリングサービスの供与を行い、住民自身の
手で生産基盤整備を進める。このため、支援機関となる CREA のロジステック部門および
建設機械部門を整備する。生活インフラ改善に関して地域要望の高い地域に建設資材を
供与する。これによって、住民自身による学校、診療所および道路の整備を行う。 

4.1 植林事業促進 地域資源の保全を図る目的で保全の必要な地域および住民が要望する地域に、住民およ
び行政側の共同事業として植林を行う。このため行政サイドは植樹用の苗を無償で供給
する。 

4.2 環境教育 住民の環境意識を高める目的で学校および地域住民センターにて環境教育を展開する。

5.1 CREA 強化 農民・農民組織および起業家への支援を充実させるため CREA の強化を行う。このため、
施設の近代化、農場の有効活用および人的資源の育成を行う。 

5.2 INIAP 強化 農民が地域に適した農業を展開できるように INIAP を強化し、農民への普及技術の基礎
を構築する。 
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8.1.2 評価手法 

評価手法は、DAC による評価 5 項目を用いた定性的分析とし、プロジェクトの「妥当性」、

「有効性」、「効率性」、「インパクト」および「発展性」について評価する。また、農家

レベルで事業の実施妥当性を把握するために定量的に「プロジェクト効果の確認」を行い、

農家収支状況を把握する。 

8.1.3 定性的分析 

(1) プロジェクトの妥当性 

プロジェクトの妥当性は、プロジェクトの目標に対して受益者のニーズ、援助国側の政策と

の整合性を確認するため、以下の評価項目で検討を行う。 

a. プロジェクト選定の適正（対象・規模・手段） 

b. 目標は対象者のニーズとの整合性 

c. 相手国の開発政策との整合性 

 

各プロジェクトは以下の点から妥当性が高い。 

プロジェクト名 
評価

項目 
妥当性 

a ・ 対象者は山岳地域でアクセスの悪い地域に住む農民である。 

a ・ 対象者のニーズ・実施能力に合致している。 

a,b ・ 地域にある既存資源を活用した開発を提案している。 

b ・ 地域にある既存資金（出稼ぎ資金）を活用した開発を提案し、地域開発が振興す

るようになる。 

b ・ 農業・酪農の改善方策は最低投資額で実施される。 

ｃ ・ エクアドル国の国家開発課題である貧困削減に適合した計画である。 

ｃ ・ 国連ミレニアム計画の達成に寄与する貧困削減計画である。 

ｃ ・ 農民・農民組織の活動が活発化することが、成果を引き出すことに有効である。

全プロジェクト

共通 

ｃ ・ 関連機関の支援能力向上が、成果を引き出すことに有効である。 

a ・ 対象者は自給生産がままならない貧困農民である。 

b ・ 対象農民のニーズは基礎作物の栽培技術の改善である。 

1.1 自給作物生

産向上 

b ・ プロジェクトの規模は、基礎作物を対象にした小額の投資（一農家当たりの平均

投入額：US$209/農家・年）である。 

a ・ 対象者は自給用の零細農牧業を営む貧困農民である。 

b ・ 対象農民のニーズは小動物、野菜、果樹等の栽培技術の改善である。 

1.2 農家所得向

上 

b ・ プロジェクトの規模は、小動物、野菜、果樹等を対象にした小額の投資（一農家

当たりの平均投入額：US$300/農家・年（ただし、飼育舎建設を除く））である。

a ・ 対象者は乳生産の低い零細農牧業を営む貧困農民である。 

b ・ 対象農民のニーズは優良牧草種子の導入と飼育管理技術の改善である。 

1.3 零細牧畜乳

生産向上 

b ・ プロジェクトの規模は、優良牧草種子、電気牧柵、および生産資材を対象にした

小額の投資（一農家当たりの平均投入額：US$260/農家・年）である。 

a ・ 対象者はアンデス地域特有の農業（例：果樹）に従事する零細農家である。 

b ・ 対象農民のニーズはアンデス特有で競争力のある農産物の技術改善である。 

1.4 換金作物支

援 

b ・ プロジェクトの規模は、アンデス果樹、高地野菜、生産技術の向上を対象とし、

投入は小額の生産資材（一農家当たりの平均投入額：US$500/農家・年）である。
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a ・ 対象者は乳生産量を確保できるが、常温で低品質の牛乳を出荷するため、収益性

が低い農牧業を営む貧困農民である。 

b ・ 対象農民のニーズは品質の高い牛乳の集出荷体制の強化、施設の整備および飼育

管理に関する技術改善である。 

1.5 乳製品流通

向上 

b ・ プロジェクトの投入は牛乳の保冷施設整備を対象とし、高投入であるが高収益

（現行の２倍）が期待される。 

a ・ 対象者は農産物の生産は確保されているが、原料として販売するためその価格は

低い、収益性の低い農牧業を営む農民である。 

b ・ 対象農民のニーズは農産加工を通じた、新たな雇用機会の創出と農産物の生産活

性化である。 

2.1 農産加工業

振興 

b ・ プロジェクトの投入は農産加工の施設整備を対象とし、高投入であるが高収益

（現行の２倍）が期待される。 

a ・ 対象者は農産物の生産は確保されているが、原料として販売するためその価格

は、収益性の低い農牧業を営む農民である。 

b ・ 対象農民のニーズは乳製品加工を通じた、新たな雇用機会の創出と農産物の生産

活性化である。 

2.2 乳製品加工

業振興 

b ・ プロジェクトの投入は牛乳の保冷施設整備を対象とし、高投入であるが高収益

（現行の２倍）が期待される。 

a ・ 対象者は農産物の生産・価格が不安定で収益性の低い農牧業を営む貧困農民であ

る。 

b ・ 対象農民のニーズは伝統的な手工業（パナマ帽、陶芸等）に関する、施設整備と

技術改善である。 

2.3 農村手工業

振興 

b ・ プロジェクトの投入は手工業の施設整備を対象とし、低い投入（一農家当たりの

平均投入額：US$200/農家・年）で地域の産業が活性化されることが期待される。

a ・ 対象者は生産基盤（潅漑･農村道路）が整備されていないために農産物の生産が

不安定な農牧業を営む貧困農民である。 

b ・ 対象農民のニーズは農産物の生産に必要な潅漑等の生産基盤の整備と潅漑等の

施設運営管理のための技術改善である。 

b ・ プロジェクトの投入は手工業の施設整備を対象とし、従来の建設費用の労働力を

地域住民のミンガ活動で行うため、生産基盤の整備にかかる建設実費が低くなる。

3.1 生活・生産

基盤整備 

b ・ 住民が要望する生産基盤が支援機関の協力の下、住民の手で直接建設できる。 

a ・ 対象者の生産活動に欠かせない地域資源の保全は、同地域の貧困者の多くが従事

する農牧業の持続的な事業実施に必要不可欠なものである。 

b ・ 対象地域の環境保全に必要かつ対象農民のニーズに沿うものは、換金性のある樹

木苗の無償配布と保育技術移転である。 

4.1 植林事業促

進 

b ・ プロジェクトの投入は苗木生産施設整備、苗の無償配布と保育技術移転を対象と

し、投入額は地域の環境保全を担保する活動である。 

a ・ 対象者の生産活動に欠かせない地域資源の保全に対する意識の向上は、同地域の

農牧業に従事視する貧困者に必要不可欠なものである。 

b ・ 対象地域の環境保全の意識向上は、農民、中･初等教育および高等教育に対する

環境教育である。 

4.2 環境教育 

b ・ プロジェクトの投入は苗木生産施設整備、苗の無償配布と保育技術移転を対象と

し、投入額は地域の環境保全を担保する活動である。 

b ・ 各プロジェクトの実施のためには、支援機関 CREA の支援能力強化が必要である。5.1CREA 強化 

b ・ プロジェクト実施に欠かせない農村部における人材育成を組織面強化、技術面強

化の観点から行うために、CREA の人材強化と普及施設の整備が必要である。 

b ・ 各プロジェクトの実施のためには、支援機関INIAPの支援能力強化が必要である。5.2INIAP 強化 

b ・ プロジェクト実施に欠かせない農村部の生産技術の改善のために、INIAP の技術

普及人材強化と普及施設の整備、試験部門の強化が必要である。 
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(2) プロジェクトの有効性 

プロジェクトの有効性は、プロジェクトの実施による対象者への便益を、以下に示す評価項

目について検証する。 

a.期待目標の達成度とその成果 

b.有効性に影響を与える貢献と阻害要因 

各プロジェクトは以下の点から有効性が高い。 

プロジェクト名 
評価

項目 
有効性 

a • プロジェクト実施を通じて農民・農民組織の活動が活発化される。 

a • 支援機関の普及・技術に関する能力が向上する。 

全プロジェクト

共通 

b • 貢献は、農民間の協力促進と地域相互扶助の意識高揚である。 

a 

a 

• 農民は基礎作物の自給が達成されるとともに、余剰作物の販売ができる。 

• 自給の達成と余剰作物の販売は、プロジェクト実施によって生じる「生産の安定とそ

の向上」によって達成される。 

1.1 自給作物生

産向上 

b • 農民・農民組織間の技術交流・普及により、短期間かつ広範囲に自給作物の生産が向

上する。 

a • 農民は小動物・野菜・果樹の複合農業を実施することにより、農家収入が向上する。

a • 小動物・野菜・果樹の複合農業の実施による所得向上は、プロジェクト実施を通じた

「生産の安定とその向上」によって達成される。 

1.2 農家所得向

上 

b 

 

• 農民・農民組織間の技術交流・普及により、短期間かつ広範囲に複合農業の生産性が

向上する。 

a • 農民は乳生産が安定し、所得が向上する。 

a • 乳生産の安定は、プロジェクト実施を通じた牛乳の搾乳期間の増加、一日当たりの生

産量の向上によって達成される。 

1.3 零細牧畜乳

生産向上 

b • 農民・農民組織間の技術交流・普及により、広範囲に乳生産が向上する。 

a • 農民はアンデス特有の競争力ある農産物生産が向上し、農家収入が向上する。 

b • アンデス特有の競争力のある農産物生産の向上は、プロジェクト実施を通じた生産技

術改善と有用品種の導入によって達成される。 

1.4 換金作物支

援 

b • 農民・農民組織間の技術交流・普及により、広範囲にアンデス特有の競争力のある農

産物生産が向上する。 

a • 農民は牛乳の品質が改善され、付加価値を与えることにより、農家収入が向上する。

b • 牛乳の品質が改善による高付加価値化は、プロジェクト実施を通じた集出荷施設の整

備とその技術移転、および搾乳管理に関する技術改善によって達成される。 

1.5 乳製品流通

向上 

b • 農民・農民組織間の技術交流・普及により、集出荷体制の改善と搾乳管理の技術が改

善され、牛乳の品質向上と生産量の確保が整備される。 

a • 農産加工業の導入により既存の農産物に高付加価値を与え、農家収入が向上する。 

b • 農産加工業の導入による農産物の高付加価値化は、プロジェクト実施を通じた農産加

工業施設の導入と技術移転でもって達成される。 

2.1 農産加工業

振興 

b • 農民・農民組織間の技術交流・普及により、農産物の高付加価値化が図られる。 

a • 農産加工業の導入により既存の農産物に高付加価値を与えるとともに、地域の雇用機

会を創出し、農家収入が向上する。 

b • 農産加工業の導入による農産物の高付加価値化は、プロジェクト実施を通じた農産加

工業施設の導入と技術移転でもって達成される。 

2.2 乳製品加工

業振興 

b • 農民・農民組織間の技術交流・普及により、農産物の高付加価値化が図られる。 
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a • 農村手工業の導入により、本業である農牧業のほかに副収入が生まれ、農家収入が向

上する。 

b • 農産加工業の導入による副収入の創出は、プロジェクト実施を通じた手工業施設の整

備と生産技術の普及によって達成される。 

b • 既存の手工業技術を活用した場合、ノウハウが価値を持つようになる。 

b • 農民・農民組織間の技術交流・普及により、生産技術の普及が有効に実施される。 

2.3 農村手工業

振興 

b • プロジェクトは婦人、老人および若年層も参加できる。 

a • 行政による資機材支援および技術支援の下、農民・農民組織のミンガ活動を活用し、

生産基盤が整備される。 

b • 生産基盤の整備は、プロジェクト実施を通じた、支援側の建設機械の整備を行うとと

もに、資材供与、水利組合への技術移転によって達成される。 

3.1 生活・生産

基盤整備 

b • 住民参加型手法により、受益者の施設へのオーナーシップ意識が強まり、プロジェク

トの建設が有効に実施される。 

a • 行政による資機材支援および技術支援、および農民・農民組織による保育管理により、

森林が形成され、土壌流亡、水源涵養機能が高まる。 

b • 森林の形成による土壌流亡、水源涵養機能の増加はは、プロジェクト実施を通じた、

支援側の苗畑施設の整備を行うとともに、苗の配布、保育管理の技術移転によって達

成される。 

b • 植林事業を通じて、環境保全に対する意識が強まる。 

4.1 植林事業促

進 

b • 換金性の高い樹木の導入により、受益者の植林活動への参加が促進される。 

a • 同地域の貧困農民が営む生産活動を通じた環境教育、中・初等教育および高等教育へ

の環境教育の導入を通じて、環境への意識が高まるとともに、植林事業を促進するこ

とが出来る。 

b • 環境への意識が高揚と植林事業の促進は、支援側の環境教育へ対する普及活動を通じ

て達成される。 

4.2 環境教育 

b • 同地域の貧困農民が営む生産活動に直接かかわりのある環境について、環境教育を実

施する。また、教育機関には森林の機能と効用を理論と実習をもって実施する。 

a • 支援機関の強化を通じて、各プロジェクトを実施することができる。 

b • 支援機関の強化は、施設の近代化、農場有効活用、人的資源育成により達成される。

5.1CREA 強化 

b • 各プロジェクト実施を通じた On the job training によって、人的資源の育成が促進

される。 

a • 支援機関の強化を通じて、各プロジェクトを実施することができる。 

b • 支援機関の強化は、施設の改善、試験研究の強化、人的資源育成により達成される。

5.2INIAP 強化 

b • 各プロジェクト実施を通じた On the job training によって、人的資源の育成が促進

される。 

(3) プロジェクトの効率性 

効率性は、投入がどの程度の波及効果を及ぼすかが判断基準であり、主な投入である行政側

の技術支援の効果がプロジェクトの効率性を図る基準になる。 

a. 投入された人材(技術支援)・資金に見合う成果の達成 

b. 投入された活動（投入のタイミング）に見合う成果の達成 

各プロジェクトは以下の点から効率性が高い。 
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プロジェクト名 
評価

項目 
効率性 

a • ミンガ活動等の共同での労働力の投入が行われるために、効率よくプロジェクトが

実施される。 

a • 行政の少ない予算でプロジェクトが実施できる。 

a • 投入する資材の共同購入は農家当たりの負担が軽くなり、効率的な農民の参加が図

られる。 

全プロジェクト

共通 

b • この地域の農牧畜生産活動を対象にその改善策をプロジェクトとして抽出している

ため、プロジェクト実施は効率よく達成される。 

a • 投入する技術支援と優良種子・生産資材により生産量が増加し、自給が達成され、

余剰作物の販売も可能となる。 

a • 投入する技術支援は、組合単位に基礎作物生産技術を理論および共同圃場での実技

を通して普及活動が実施されるため、効率的に技術が伝播する。 

b • 投入する資材の共同購入は農家当たりの負担が軽くなり、効率的な農民の参加が図

られる。 

1.1 自給作物生

産向上 

b • プロジェクトの規模は、INIAP の持つ基礎作物の優良種子を使用した、生産拡大を

目指しており、投入は小額の優良種子と肥料等の投入で事業の拡大を行うことがで

きる。 

a • 投入する小動物・野菜・果樹に関する技術支援と生産資材よって生産量が増加し、

農家収入が向上する。 

a • 投入する技術支援は、組合単位に小動物・野菜・果樹に関する技術支援を理論およ

び共同圃場での実技を通して普及活動が実施されるため、効率的に技術が伝播する。

a • プロジェクトの規模は、優良クイとアンデス果樹の生産拡大を目指しており、投入

は小額の優良クイと苗木の投入で、事業の拡大を図ることができる。 

b • INIAP の持つ優良クイの配布は、品種改良だけではなく、農民組織が近隣に新しい

農民組織を拡大するために活用される。 

1.2 農家所得向

上 

b • プロジェクトの進捗とともに優良クイの投入と、技術支援の実施、クイ舎の建設、

生産者組織の拡大が行われるため効率的である。 

a 

 

a 

• 旧来の技術で乳生産を行っていた地域に技術支援を行うことにより、乳生産増と、

飼育労働軽減が図れる。 

• 投入する技術支援は、組合単位に改良牧草、施肥、電気牧柵導入の指導を行うため、

効率的に技術が伝播する。 

b • 現況の乳牛一頭あたりの乳生産量が低く、改良牧草、施肥、電気牧柵導入によって

その生産量が増大するため、効率の良い投入である。 

b • プロジェクトの支援投入は、プロジェクトの核となる農家への投入と、組合農家へ

の投入を、投入量、時期ともに分けて行う。これはプロジェクトの進捗に従って投

入を行うもので、プロジェクトの成果を得るために効率の良い投入を行うことが出

来る。 

1.3 零細牧畜乳

生産向上 

b • プロジェクトの規模は、改良牧草、施肥、電気牧柵を使用した、乳生産拡大を目指

しており、小額の投入で事業の拡大を行うことができる。 

a 

a 

• 投入する技術支援と農家の資材購入とその活用で、生産量、販売額が増大する。 

• 投入する技術支援は、組合単位に技術支援を行うため、効率的に技術が伝播する。

1.4 換金作物支

援 

b • 支援機関によって栽培技術普及が行われ、農家は資材を購入して普及された技術を

導入した生産を行う。 

a • 保冷タンクの導入によって安定した牛乳の出荷価格を得るものである。投入する施

設費に比べて、改善される牛乳販売コストの割合が大きく効率的である。 

1.5 乳製品流通

向上 

b • 投入する資材の共同購入は農家当たりの負担が軽くなり、効率的な農民の参加が図

られる。 
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a • 投入する技術支援と農民組織の資機材購入とその活用で、アンデス果実を利用した

高付加価値の生産物が販売されるとともに、加工施設設立を通じて地域の雇用機会

が創出される。 

2.1 農産加工業

振興 

b • 地域の農牧業生産が向上した後で行うプロジェクトであり、地域の活性化が進んで

いるため、支援側、農民側ともに効率の良い事業を行うことができる。 

a • 投入する技術支援と農民組織への資機材購入とその活用で、高付加価値な乳製品が

販売されるとともに、加工施設設立を通じて地域の雇用機会が創出される。 

2.2 乳製品加工

業振興 

b • 地域の酪農生産量が向上した後で行うプロジェクトであり、農民の組織活動の活性

化が進んでいるため、支援側、農民側ともに効率の良い事業を行うことができる。

a 

 

• 投入する資材の共同購入は農家当たりの負担が軽くなり、効率的な農民の参加が図

られる。 

a • 投入する技術支援と農民・農民組織への資機材購入とその活用で、農民の副収入を

得る機会を創出する。 

2.3 農村手工業

振興 

b • 農民の組織活動の活性化が進んだ後に行う事業であるため、支援側、農民側ともに

効率の良い事業を行うことができる。 

3.1 生活・生産基

盤整備 

a • 行政による技術支援と受益者によるの建設に係わる労働提供（ミンガ活動）により

安価で且つ住民要望に基づいた基盤が整備される。 

4.1 植林事業促

進 

b • CREA では現在も植林事業を行っており、本プロジェクトはその CREA の事業を強化

する。したがって、本プロジェクトへの投入によって CREA は事業拡大を効率的に行

うことができる。 

4.2 環境教育 b • CREA では現在も植林事業を行っており、本プロジェクトはその CREA の事業を地域

農民および住民へ広げる啓発活動の強化である。したがって、本プロジェクトへの

投入によって CREA は事業拡大を効率的に行うことができる。 

b • 本マスタープランは CREA が核となって行う、したがって、CREA の機能強化のため

の投入はプロジェクト遂行に対して効率的である。 

5.1CREA 強化 

b • CREA 機能強化策の実行によって、プロジェクト遂行のための農民への密接かつ適切

な支援に活かされる。 

b • 本マスタープランでは INIAP は優良種子、優良クイの供給、各種栽培技術の普及活

動など、重要な役割を果たす。したがって、INIAP の機能強化のための投入はプロ

ジェクト遂行に対して効率的である。 

5.2INIAP 強化 

b • INIAP の強化策の実行によって、農民が必要とする適切な農業技術が開発され、プ

ロジェクト遂行のための農民への支援に活かされる。 

(4) インパクト 

プロジェクトのインパクトは、プロジェクトの実施による、長期的で間接的な効果や波及効

果を以下の観点から検討する。なお、環境・社会に関しては第 8 章「環境社会配慮」で詳述

する。 

a. 政策への影響 

b. 対象社会、プロジェクト実施機関内部、受益者などへの社会・経済への影響 

c. 技術面での変革への影響 

d. 女性の立場、人権、貧富などへの影響 

e. 環境保護への影響 

f. 上位目標の達成に影響を与えた貢献・阻害要因 

 

各プロジェクトは以下の点のインパクトが生じる。 



8 - 8 

 

プロジェクト名 
評価

項目 
インパクト 

a • 地方分権化による緊縮財政を考慮した、低投資のプロジェクトとして、地域の開

発モデルとなる。 

b 

b 

• プロジェクトの成功に伴い、出稼ぎ資金がプロジェクト経費に活用される。 

• 今まで技術支援を受けていなかった地域への行政による技術支援活動を通して、

住民と技術支援機関との信頼関係が構築される。 

b • 農村地域の経済が活性化するとともに、出稼ぎ資金が農牧業活性化に投資される。

これにより将来、出稼ぎ者の帰国の基礎が構築される。 

c 

 

c 

• 組織の構築・強化によるプロジェクトの実現を通じて、組織活動を通じたプロジ

ェクト実施手法が周囲に波及する。 

• 今まで技術支援を受けていなかった都市から離れた山岳地域への行政による技術

支援活動により、農民の技術向上への意欲が発揚される。 

c • 受益者と支援機関の信頼関係が構築され、プロジェクトが発展する。 

c • プロジェクト経験が蓄積され、支援機関の能力が向上される。 

c • 対象者の既存の農牧業活動（技術面・社会面）の改善を図る。 

全プロジェクト

共通 

b,f • 住民参加型のプロジェクト実施を通じて、住民の事業へのオーナーシップが生ま

れる。 

b 

b 

• 自給作物が確保され、栄養が改善等の食糧の安全が確保される。 

• 加えて、余剰作物の販売を開始することにより、収入が向上する。 

c • 受益者の営農技術が改善される。 

d 

d 

• 自給が達成されることにより、マスタープラン地域内での地域格差が緩和される。

• プロジェクトを通じて、女性が営農技術力を改善し、主体的に農業を行うように

なる。 

1.1 自給作物生

産向上 

e • 小規模な農業開発であるため、環境への負荷が小さい。 

d 

d 

• 農民組織の構成者である婦人、若年者などの社会的弱者への地位が向上する。 

• 農家所得が安定することにより、マスタープラン地域内での地域の貧困が緩和さ

れる。 

1.2 農家所得向

上 

e • 小家畜用の飼料栽培は小面積で実施するため、環境への負荷は小さい。 

  

c • 優良牧草導入、飼育方法改善などの技術支援活動はプロジェクト実施地区ならび

に近隣へ波及する。 

d 

d 

• 農民組織の構成者は婦人、若年者などの社会的弱者への地位が向上する。 

• プロジェクトを通じて、女性が営農技術力を改善し、主体的に農業を行うように

なる。 

1.3 零細牧畜乳

生産向上 

e • 小規模な牧畜業改善であるため、環境への負荷が小さい。 

b • プロジェクトによる収入増加は、農家のプロジェクト継続意欲を高める。 

c • 農家が指導を受ける技術内容は、プロジェクト実施地区の生産技術を向上させ、

さらに近隣への波及効果をもたらす。 

d • 農民組織の構成者は婦人、若年者などの社会的弱者への地位が向上する。 

1.4 換金作物支

援 

e • 小規模な生産活動のため、環境への負荷が小さい。 

b • プロジェクトによる収入増加は、農家のプロジェクト継続意欲を高める。 

c • この地域の小規模な生産者および生産者組合に対する保冷タンクの導入は技術革

新へ大きな影響を与える。 

d • 農民組織の構成者は婦人、若年者などの社会的弱者への地位が向上する。 

1.5 乳製品流通

向上 

e • 貯蔵施設の導入のため、外部へ影響を与える環境の変化はない。 

b 

b 

• プロジェクトによる収入増加は、農家のプロジェクト継続意欲を高める。 

• 余剰生産物を原料とするため、生産物の有効利用が図られる。 

2.1 農産加工業

振興 

c • 小規模な生産者および生産者組合に対する新たなプロジェクトの実施は、地域の

農産加工技術の発展に影響を与える。 
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d • 農村加工業は、地域の女性に雇用の場を与え、意識改革、地位向上する。  

e • 小規模な生産活動であるため、環境への負荷が小さい。 

b 

b 

• 地域の乳生産品を活用するため、地域生産物の有効利用が図られる。 

• プロジェクトによる収入増加は、農家のプロジェクト継続意欲を高める。 

c • 小規模な生産者および生産者組合に対する新たなプロジェクトの実施は、地域の

乳製品加工技術の発展に影響を与える。 

d • 乳製品加工業は、地域の女性に雇用の場を与え、意識改革、地位向上する。 

2.2 乳製品加工

業振興 

e • 小規模な生産活動であるため、環境への負荷が小さい。 

b 

b 

• プロジェクトによる副収入増加は、農家のプロジェクト継続意欲を高める。 

• 組合組織を通じて行うことにより、一農家当たりの原料調達費が下がり、収益が

増える。 

d • 農村手工業は、地域の女性に副収入獲得の機会を与え、意識改革、地位向上する。

2.3 農村手工業

振興 

e • 小規模な家内工業に対する支援であるため、環境への負荷が小さい。 

b • 潅漑施設の完成によって、農民は灌漑農業を実施し、利益を得る。 

c • 潅漑施設の整備により、新しい灌漑農業に必要な技術を導入する。 

d • ミンガ活動への女性の参加を通じて、女性の意識改革、地位向上をもたらす。 

3.1 生活・生産

基盤整備 

e • 灌漑施設建設後の水源確保のため、植林等の環境保全の意識が高まる。 

b • 植林事業は土壌と水源を確保し、農地の生産性を維持する。 

c • プロジェクトで在来種の植林を推奨しており、在来種植林の技術が確立される。 

4.1 植林事業促

進 

e 

e 

• プロジェクト実施によって、土壌と水源および生物生態系を保全する。 

• これまで実施されてきた植林事業がより活性化し、植林活動の促進になる。 

4.2 環境教育 b • プロジェクトによって住民の環境保護意識が高まり、既存の悪習（野焼き等）が

なくなる。 

b 

 

b 

• CREA の強化は全てのプロジェクト実施の基礎となり、プロジェクトが効率よく実

施される。 

• 建設機材整備、資機材調達、人材強化を各プロジェクトで活用することにより、

農民との信頼関係が構築される。 

5.1 CREA 強化 

e • 施設の近代化と農場の有効活用により、環境保護を目的とした植林事業が強化さ

れる。 

b • INIAP の強化は全てのプロジェクト実施の基礎となり、プロジェクトが効率よく実

施される。 

5.2 INIAP 強化 

c • 地域に適合した営農技術が確立する。 

 

(5) 自立発展性 

プロジェクトの自立発展性は、援助終了後のプロジェクト効果が持続する見込みを検証する。 

a. プロジェクトが目指す効果の援助終了後の持続 

b. プロジェクトが目指す持続的効果の発現要因の、政策、経済、組織・制度面からの検討 

c. プロジェクトが目指す持続的効果の発現要因の、技術、社会・文化、環境面からの検討 

d. 活動を継続に支障をきたす環境への悪影響 

e. 自立発展性に影響を与える阻害要因 

各プロジェクトは以下の点から自立発展性が高い。 
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プロジェクト名 

評価

項目 
自立発展性 

全プロジェクト

共通 

a • プロジェクトでは行政による技術支援と住民間での技術普及の導入するため、事

業を継続的に実施できる。 

 b • 現存の支援機関の活動内容を踏襲したマスタープランであり、行政側の持続した

支援が実施できる。 

 b • 支援機関は過去のプロジェクト経験を通じて適材適所の人材が配置されているた

め、事業を持続的に実施できる。 

 b • 行政側の関連機関に組織登録を行う法・制度が整備されており、プロジェクトで

は受益者が資金提供を必要な法的に承認された組織を形成することで、事業を持

続的に進めることができる。 

 c • 受益者はプロジェクト実施を通じたリーダー育成を通じて、意思決定を行うこと

が可能となる。 

 c • 対象地域では出稼ぎに伴う過疎化が問題となっている。マスタープランでは老

人・女性・若年層を考慮した持続的なプロジェクトを行う。 

 b • プロジェクトでは住民参加型を用いて農民にオーナーシップを持たせた事業展開

をおこなうため、農民による自立発展性のあるプロジェクトの実施に貢献する。

 b • 農民・農民組織の活動と行政による資金面・技術面の支援が適切に実施されるた

め、自立発展性のあるプロジェクトが行われる。 

 c • 共同での農業技術習得により、地域内の相互扶助意識が高まり、持続的なプロジ

ェクトが実施できる。 

1.1 自給作物生

産向上 

a • プロジェクトでは金融システムの導入により、農家自身のプロジェクトの拡大が

持続して実施される。 

 a • 既存の地域資源を活用した基礎穀物の生産向上プロジェクトであるために、持続

的なプロジェクトを実施できる。 

 b • マイクロクレジットの導入によって、農民のプロジェクトへの義務・遂行への責

任が明確になり、自立したプロジェクトを実施する。 

 c • 営農技術と優良種子導入の成果を通じて、これら技術を近隣農家に普及する。 

 c • 優良種子を普及することによって、農家が優位性のある種子を活用した農業を続

けることが出来る。 

1.2 農家所得向

上 

a • プロジェクトでは金融システムの導入により、農家自身のプロジェクトの拡大が

持続して実施される。 

 b • 既存の地域資源を活用した小動物・野菜・果樹の生産向上プロジェクトであるた

めに、持続的なプロジェクトを実施できる。 

 b • マイクロクレジットの導入によって、農民のプロジェクトへの義務・遂行への責

任が明確になり、自立したプロジェクトを実施する。 

 c • 小動物（優良クイ）の飼育技術と、アンデス果実の栽培技術導入によって農家経

済が向上し、これら技術を近隣農家に普及する。 

 c • 優良小動物を普及することによって、農家が優位性のある小動物種を活用した飼

育を持続することができる。 

 c • 優良品種を普及することによって、農家が優位性のある品種を活用した農業を持

続することができる。 

1.3 零細牧畜乳

生産向上 

a • プロジェクトでは金融システムの導入により、農家自身のプロジェクトの拡大が

持続して実施される。 

 c • 畜牛に対する家畜衛生が制度化（ワクチン接種等）されている。この技術移転と

実施により、基準を満たすことによって、持続的に牛乳の販売が可能となる。 

 d • 既存の地域資源を活用した乳生産向上プロジェクトであるために、持続的なプロ

ジェクトを実施できる。 

 b • マイクロクレジットの導入によって、農民のプロジェクトへの義務・遂行への責

任が明確になり、自立したプロジェクトを実施する。 

 c • 優良牧草種子導入と飼育管理技術の移転の成果を通じて、これら技術を近隣農家

に普及する。 
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1.4 換金作物支

援 

a • プロジェクトでは金融システムの導入により、農家自身のプロジェクトの拡大が

持続して実施される。 

 c • アンデス果樹の栽培技術支援を行うプロジェクトであり、持続的なプロジェクト

を実施できる。 

 b • 農民は普及技術の導入にかかる資材購入のためにマイクロクレジットあるいは企

業家融資を利用する。このため、農民はプロジェクトへの義務・遂行への責任が

明確になり自立したプロジェクトを実施する。 

 c • 普及技術の導入でアンデス果実の生産量、品質ともに向上する。その結果、近隣

農家では自発的にプロジェクトへの参加や農民組合員からの技術移転を受け、事

業が拡大する。 

1.5 乳製品流通

向上 

a 

 

• プロジェクトでは金融システムの導入により、農民組合活動によるプロジェクト

の拡大が持続して実施される。 

 d • 保冷タンクの活用で、地域で生産される牛乳の価格を向上させるものあり、持続

的なプロジェクトを実施できる。 

 c • 保冷タンク導入によって牛乳の品質が向上し、大規模加工業者や大都市圏への出

荷が可能となるなど、マーケットが拡大し地域の酪農が活性化する。 

 b • 起業家融資の導入によって、農民のプロジェクトへの義務・遂行への責任が明確

になり、自立したプロジェクトを実施する。 

 b • 農民組合によるプロジェクトの実施と成果は、近隣農民へのプロジェクト参加を

促し、組合活動の活発化、保冷施設の大規模化が生じる。 

 e • 既存の牛乳流通業者との軋轢は、農民組合の自立発展性の阻害となる。 

2.1 農産加工業

振興 

a 

 

• プロジェクトでは金融システムの導入により、農民組合、地域小規模加工業者の

プロジェクトの拡大が持続して実施される。 

 b • 農産加工生産に対する衛生管理、生産物に対する衛生許可の法・制度が整備され、

生産システムおよび生産物の品質維持が図られる。 

 d • 地域の既存農産物を利用した小規模な加工業への支援であり、持続的なプロジェ

クトを実施できる。 

 b 

 

• プロジェクト実施に伴う原料用農産物の生産量増加と雇用機会の創出によって、

地域社会が持続的に活性化される。 

 b • 起業家融資の導入によって、農民のプロジェクトへの義務・遂行への責任が明確

になり、自立したプロジェクトを実施する。 

2.2 乳製品加工

業振興 

a • プロジェクトでは金融システムの導入により、農民組合、地域小規模加工業者の

プロジェクトの拡大が持続して実施される。 

 d • 地域の既存牧畜生産品を利用した小規模な加工業への支援であり、持続的なプロ

ジェクトを実施できる。 

 b • プロジェクト実施に伴う地域の畜産物生産量の増加と雇用機会の創出によって、

地域社会が持続的に活性化される、 

 b,c • 乳製品の付加価値を高めるプロジェクト成功例は、近隣農家へ事業への参加意欲

を与える。 

 b • 起業家融資の導入によって、農民のプロジェクトへの義務・遂行への責任が明確

になり、自立したプロジェクトを実施する。 

2.3 農村手工業

振興 

a • プロジェクトでは金融システムの導入により、農家自身のプロジェクトの拡大が

持続して実施される。 

 d • 各農家単位で行われている家内工業への技術支援、マイクロクレジットによる融

資支援であり、持続的なプロジェクトを実施できる。 

 b • 農家の副収入獲得手段として有効であり、活動が活発化する。 

 b • 農家の副収入を創出するプロジェクト成功例は、近隣農家へ事業への参加意欲を

与える。 

 b • マイクロクレジットの導入によって、農民のプロジェクトへの義務・遂行への責

任が明確になり、自立したプロジェクトを実施する。 
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3.1 生活・生産

基盤整備 

b • 潅漑に関しては水利組合の法・制度が整備され、潅漑施設の運営維持管理を持続

的に実施している。 

 d • 小規模な灌漑事業であり、環境に対して大きな影響はない。 

• 農民への啓発活動も活発で、工事に伴い植生回復、水源地域へ植林を行っている

など、環境への負のインパクトは少なく、持続的なプロジェクトを実施できる。

 b • 事業の参画を通じて、農民組織が強化され、潅漑施設が持続的に利用される。 

4.1 植林事業促

進 

b • 環境保護林のための植林事業は伐採後も再植林が定められている。本プロジェク

トを通じて、環境保護林を植林する場合、持続的に森林維持が維持される。 

4.2 環境教育 a • 環境教育は、持続的な農業生産活動を可能とするために行うもので、マスタープ

ランの実施によって啓発される環境保護意識はプロジェクト終了後も保持され

る。 

5.1 CREA 強化 b 

 

c 

• CREA の建設機材整備、資機材調達、人材強化を行うことによって、各プロジェク

トで持続的な支援が行われる。 

• CREA のアンデス地域における農牧業技術・普及指導の向上・確立は、持続的な地

域発展に貢献する。 

5.2 INIAP 強化 b • INIAP の試験研究機関能力強化、農場機能強化、人材強化を行うことによって、

各プロジェクトで持続的な支援が行われる。 

 c • INIAP のアンデス地域における農業技術の向上・確立は、持続的な地域農業の発

展に貢献する。 

 

8.2 プロジェクト効果の確認 

本項では、受益者である農民がプロジェクトに参加するために、農家収支の面から、収入の

向上が図れるのか、定量的に有効性を確認する。 

パイロットプロジェクトではマスタープランの中で優先度が高く、単年度で実施する「農牧

業の改善」コンポーネントのプロジェクトに対して、資金と技術の投入を実証した。この経

験を基に、同コンポーネントのプロジェクトに対して、プロジェクト効果を確認する。 

農外産業の振興コンポーネントは緊急性が低く、4 章の開発のシナリオにあるように同地域

の開発の後半に位置する開発課題である。その収益性は高く、行政による支援は技術面の支

援に限られ、資金に関しては農民が銀行から借上げ、事業を実施する。住民参加型の事業で

あるため、その農産加工物は多岐に渡り、対象生産物により、事業の経過もさまざまである。

そのため、ここでは定量的にプロジェクトの効果を確認することは難しい。そのため、プロ

ジェクト評価 5項目による定性的な評価に留めた。 

「生活の向上」および「環境の保全」コンポーネントは、現在、CREA 等行政による支援が行

われている。これらのコンポーネントは公共性が高く、同地域の貧困農民の安全かつ安定な

生活を確保するプロジェクトで構成されている。そのため、このような小規模で人間の安全

保障に寄与するプロジェクトはその収益性の評価を行わず、定性的な評価に留める。 

(1) 前提条件 

プロジェクト効果を確認するに当たり、下記を前提条件とする。 
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①初期投入費用 
各プロジェクトでの一農家あたりの初期投入費用を以下のとおりとする。 

プロジェクト名 投入内容 
金 額 

（US$/農家・年）

1.1 自給作物生産向上 作物種子（バレイショ、トウモロコシ、オオムギ、

エンドウ豆、フリホール豆）、肥料、生産資材 

209 

1.2 農家所得向上 クイ、肥料、生産資材 300 

1.3 零細牧畜乳生産向上 改良牧草種子、肥料、農具、家畜衛生資機材、 260 

1.4 換金作物支援 ビニールハウス施設費 500 

1.5 乳製品流通向上 保冷タンク、保健衛生管理資機材 2,500 
注）第 7 章表 プロジェクト別投入額と受益農家数参照。 

②事業の経済的評価の期間、借入・返済条件 
各プロジェクトの経済的評価期間、借入・返済条件を以下のとおりとする。 

プロジェクト 経済的評価期間 借入・返済条件 

1.1 自給作物生産向上 1 年（農作物の収穫期間） 種子 130%およびその他費用 100%返済 

1.2 農家所得向上 1 年（農畜作物の収穫期間） クイ受領頭数の 2倍（10 ヵ月後）返済 

1.3 零細牧畜乳生産向上 1 年（優良牧草の有効期間） 優良牧草種子・農具・家畜衛生資機材

100%返済 

1.4 換金作物支援 1 年（農作物の収穫期間） 借入金及び利子 8%を返済 

1.5 乳製品流通向上 10 年（保冷タンクの経済的

評価） 

借入金及び利子 12%を返済 

 
③物価上昇率は考慮していない。 
④農家収支の確認ではミンガによる農民労働費を除外する。 

(2) 既存の農家収支 

現地調査当初に実施した社会調査およびパイロットプロジェクトモニタリング調査を通じて、

農民側、支援側の投入内容・時期が明らかとなっており、この調査結果から以下の農家収支

が判明した。 

表 パイロットプロジェクト対象地域の経済状況 

プロジェクト 対象地区 
家族数 

(人) 

農牧業による 

一農家当たりの 

収入（US$/年） 

一農家当たりの

支出 

（US$/年） 

1.1 自給作物生産向上 ススカル 6.2 521 1,004 

1.2 農家所得向上 オーニャ 3.5 1,711 829 

1.3 零細牧畜乳生産向上 カチ 3.6 2,658 1,843 

1.4 換金作物支援 ブラン 5.2 2,899 3,192 

1.5 乳製品流通向上 サン・ヘラルド 5.1 4,656 3,401 

平均値 4.7 2,489 2,053 

 

(3) プロジェクト実施による農家収支 

上述「（1）前提条件②経済評価期間・借入・返済」で設定したとおり、マイクロクレジット

を活用したプロジェクトは単年度で実施され、起業家融資を活用したプロジェクトは多年度

にわたる。そのため、農家収支の分析はマイクロクレジットと起業家融資を活用したプロジ

ェクトに分けて行う。 
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a. マイクロクレジットを活用したプロジェクト 

マイクロクレジットを活用したプロジェクトは、受益者が有する既存の資源を活用し、同地

域の零細農牧業の技術・規模に見合った低投資のプロジェクトから構成されている。以下に

示すとおり、各プロジェクトは初年度で返済が終了し、利益を生ずる。 

例えば、自給作物生産向上プロジェクトでは、現況の一農家当たりの年平均収入は US$521 で

ある。プロジェクト実施により得られる収入（期待値）が US$1,869 となり、その結果、プロ

ジェクトによって増加する収入は US$1,348 となる。これに対して必要な返済額は US$271 で

あり、このプロジェクト実施によって収入は US$1,077 増加する。 

表 プロジェクト実施による農家収支（単位：US$/農家・年） 

収 入 
プロジェクト 

現 況 計画値 増加額*1
返済額*2 

収 支 

（増加分） 

1.1 自給作物生産向上 521 1,869 1,348 271 1,077 

1.2 農家所得向上 1,711 4,138 2,427 306 2,121 

1.3 零細牧畜乳生産向上 2,658 3,176 518 200 318 

1.4 換金作物支援 2,899 5,615 2,716 540 2,176 
注）1. 「7.5 プロジェクト実施プログラム」で示す投入規模に対して、パイロットプロジェクトによるデータを

基に計画値を算出し、現況と比較している。なお、増加額は農民自身が投入する経費は考慮していない。 

注）2. 「7 章表 プロジェクト別投入額と受益者 農家数」の一農家あたりの投入金額に対して、パイロットプ

ロジェクトで設定した借入・返済条件を用いて算出している。 

b. 起業家融資を活用したプロジェクト 

乳製品流通向上プロジェクトは初期投資費用が大きく、「農牧業の改善」コンポーネントの

他プロジェクトと異なり、初年度での資金返済は困難であるため、一般銀行による起業家融

資を活用する。受益者の利益を確保し、参加意欲を持続させながら、自立発展性のプロジェ

クトを実施するために、下表のとおり、10 年間で資金返済を行う。 

プロジェクトによる4年目の組合当たりの収支累積US$27,040は、借入金US$25,000を越え、

返済は余裕を持って行うことができる。なお、一組合は 10 農家で構成され、プロジェクト期

間の 10 年間で一農家当たりの収支累計額は US$11,874 となる。また、プロジェクトの純利益

は初年度より US$137 の黒字を生み、受益者の参加意欲を促進させるプロジェクトといえる。 

表 乳製品流通向上プロジェクトのプロジェクト経費・利益・借入金・収支 （単位：US$） 

起業家 年
融資 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

支出項目
営農経費

投入（保冷タンク等） 25,000.00
施設改修費 12,500.00 12,500.00
運営維持管理費 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00

支出計 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 14,780.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 14,780.00

収入項目
プロジェクト利益 8,100.00 16,200.00 18,900.00 21,600.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00

収入計 8,100.00 16,200.00 18,900.00 21,600.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00

借入金
借入 25,000.00
利子 12% 3,000.00 2,826.00 2,631.12 2,412.85 2,168.40 1,894.60 1,587.96 1,244.51 859.85 429.04
返済額 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,004.33
返済残高 23,550.00 21,926.00 20,107.12 18,069.97 15,788.37 13,232.98 10,370.93 7,165.44 3,575.30 0.00

組合当たり収支 1,370.00 9,470.00 12,170.00 14,870.00 5,070.00 17,570.00 17,570.00 17,570.00 17,570.00 5,515.67
組合当たり収支累積 10,840.00 21,640.00 27,040.00 19,940.00 22,640.00 35,140.00 35,140.00 35,140.00 23,085.67
一農家当たり収支 137.00 947.00 1,217.00 1,487.00 507.00 1,757.00 1,757.00 1,757.00 1,757.00 551.57
一農家当たり収支累積 1,084.00 2,301.00 3,788.00 4,295.00 6,052.00 7,809.00 9,566.00 11,323.00 11,874.57
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8.3 環境社会配慮 

JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき、

右の項目を検討する。 

以下に環境配慮と社会配慮の各項目を、提

案した 13 のプロジェクト毎に検討した結

果を示す。 

8.3.1 環境配慮 

(1) 負のインパクト 

本マスタープランは、JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき、環境影響に対して「大気」

「水質」「土壌」「廃棄物」「騒音・振動」「地盤沈下」「悪臭」「地質・地形」「底質」

「生物・生態系」「水利用」「事故」「地球温暖化」の観点から、1.1 自給作物生産向上、

1.2 農家所得向上、1.3 零細牧畜乳生産向上、1.4 換金作物支援、1.5 乳製品流通向上、2.1

農産加工業振興、2.2 乳製品加工業振興、2.3 農村手工業振興、3.1 生活・生産基盤整備、4.1

植林事業促進、4.2 環境教育、5.1CREA 強化、5.2INIAP 強化の各プロジェクトで負のインパ

クトの検証を行った。 

本マスタープランは、地域農民の営農活動改善が主であり、大規模開発を伴う事業ではない。

そのため自然環境への影響、生態系に及ぼす影響ともにほとんど無いと判断される。同様に

人間の健康と安全に関しても負のインパクトは無いと判断される。 

(2) 正のインパクト 

環境影響に関しては、正のインパクトが考えられるプロジェクトは以下の通りである。 

プロジェクト名 

大
気 

水
質 

土
壌 

廃
棄
物 

騒
音
・
振
動 

地
盤
沈
下 

悪
臭 

地
質
・
地
形 

底
質 

生
物
・
生
態
系 

水
利
用 

事
故 

地
球
温
暖
化 

1.1 自給作物生産向上              

1.2 農家所得向上              

1.3 零細牧畜乳生産向上              

1.4 換金作物支援              

1.5 乳製品流通向上              

2.1 農産加工業振興              

2.2 乳製品加工業振興              

2.3 農村手工業振興              

3.1 生活・生産基盤整備           ○   

4.1 植林事業促進 ○ ○ ○       ○   ○ 

4.2 環境教育 ○ ○ ○       ○ ○   

5.1CREA 強化              

5.2INIAP 強化              

 

環境社会配慮の対象範囲（検討する影響のスコープ） 

大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、地球温暖化、生態

系および生物相等を通じた人間の健康と安全への影響およ

び自然環境への影響（越境のまたは地球規模の環境影響を含

む。）並びに非自発的住民移転等人口移動、雇用や生計手段

等の地域経済、土地利用や地域資源利用、社会関係資本や地

域の意思決定機関等社会組織、既存の社会インフラや社会サ

ービス、貧困層や先住民族など社会的に脆弱なグループ、被

害と便益の分配や開発プロセスにおける公平性、ジェンダ

ー、子供の権利、文化遺産、地域における利害の対立、

HIV/AIDS 等の感染症を含む。 
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「大気」「水質」「土壌」には、植生回復、土壌流亡対策などの環境保全を目的とした 4.1

植林事業促進、4.2 環境教育プロジェクトが正のインパクトを与える。「廃棄物」「騒音・

振動」「地盤沈下」「悪臭」「地質・地形」「底質」に対して、プロジェクトでは関与して

いない。 

「生物・生態系」では 4.1 植林事業促進、4.2 環境教育プロジェクトで地域の在来種を利用

した植林実施を計画しており、この実現によって生物・生態系が保全される。「水利用」で

は 3.1 生活・生産基盤整備プロジェクトによって水資源の有効利用が図られ 4.2 環境教育プ

ロジェクトによって水資源の保全と確保による、持続的な水利用計画の検討がなされる。 

「事故」は該当無し。「地球温暖化」は、4.1 植林事業促進で行う植林活動が正のインパク

トを与える。 

8.3.2 社会配慮 

(1) 負のインパクト 

社会的影響に関しては、負のインパクトが考えられるプロジェクトは以下の通りである。 

プロジェクト名 

非
自
発
的
住
民
移
転
等
人
口

移
動 

雇
用
や
生
計
手
段
等
の
地
域

経
済 

土
地
利
用
や
地
域
資
源
利
用 

社
会
関
係
資
本
や
地
域
の
意

思
決
定
機
関
等
社
会
組
織 

既
存
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
や
社

会
サ
ー
ビ
ス 

貧
困
層
や
先
住
民
族
な
ど
社

会
的
に
脆
弱
な
グ
ル
ー
プ 

被
害
と
便
益
の
分
配
や
開
発

プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
公
平
性 

ジ
ェ
ン
ダ
ー 

子
供
の
権
利 

文
化
遺
産 

地
域
に
お
け
る
利
害
の
対
立 

H
I
V
/
A
I
D
S

等
の
感
染
症 

1.1 自給作物生産向上       △    △  

1.2 農家所得向上       △    △  

1.3零細牧畜乳生産向上       △    △  

1.4 換金作物支援       △    △  

1.5 乳製品流通向上       △    △  

2.1 農産加工業振興       △    △  

2.2 乳製品加工業振興       △    △  

2.3 農村手工業振興       △    △  

3.1 生活・生産基盤整備       △    △  

4.1 植林事業促進   △          

4.2 環境教育             

5.1CREA 強化             

5.2INIAP 強化             

 
当マスタープランは、貧困農民に対して小規模な投入を行う計画であり、その投入資材も一

般に使用されているものに限られている。また、既存の社会組織を利用してプロジェクトを

行うため、社会状況に大きな変化は与えない。したがって負のインパクトは少ない。 
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「非自発的住民移転等人口移動」はプロジェクト内容に該当無し。また、本マスタープラン

のプロジェクトは収入向上と雇用促進を目標としているため「雇用や生計手段等の地域経済」

に対して負のインパクトは生じない。 

「土地利用や地域資源利用」では、「4.1 植林事業促進」の植林事業がこれまでのユーカリ

および松等の植林に集中し、地域環境（植生・土壌・水源）に影響を与えているため、負の

インパクトと考えられる。プロジェクトでは、可能な限り既存植生に基づいた植林事業を推

奨し、環境への悪影響を回避する。 

「社会関係資本や地域の意思決定機関等社会組織」、「既存の社会インフラや社会サービス」、

「貧困層や先住民族など社会的に脆弱なグループ」に対しては、本マスタープランのプロジ

ェクトでは地域社会と貧困農民のための改善策を実行するため、負のインパクトは生じない。 

「被害と便益の分配や開発プロセスにおける公平性」では、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家

所得向上、1.3 零細牧畜乳生産向上、1.4 換金作物支援、1.5 乳製品流通向上、2.1 農産加工

業振興、2.2 乳製品加工業振興、2.3 農村手工業振興、3.1 生活・生産基盤整備のプロジェク

トは、農民グループでプロジェクトを実施するため、便益の配分や開発プロセスにおける公

平性に対する負のインパクトが生じる可能性がある。ただし、公平性は支援の方法によって

問題を回避することが可能であり、プロジェクト実施時に支援側は農民組織に対して、問題

の発生を軽減する組織造り、運営指導を行う。 

「ジェンダー」、「子供の権利」に対しては、本プロジェクトは社会弱者に寄与する目的で

行うため、負のインパクトは生じない。「文化遺産」は該当しない。 

「地域における利害の対立」では、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家所得向上、1.3 零細牧畜

乳生産向上、1.4 換金作物支援、1.5 乳製品流通向上、2.1 農産加工業振興、2.2 乳製品加工

業振興、2.3 農村手工業振興、3.1 生活・生産基盤整備のプロジェクトは、農民グループでプ

ロジェクト実施を行うことを基本に置いているため、負の影響として、便益の配分や開発プ

ロセスにおける地域における利害の対立の負のインパクトが生じる可能性がある。 

特に、3.1 生活・生産基盤整備プロジェクトでは、プロジェクトが小規模かつ住民の手で実

施されるように提案されているため、資金が十分にある場合は地域間の利害は発生しない。

しかし、資金に限りがある場合は、優先的にプロジェクトを実施する地区の決定に際して、

政治的な判断が働き、地域利害が発生する可能性がある。このような状況が生じないように、

支援側はプロジェクト実施決定前に十分な検討を行うことが必要である。 

「HIV/AIDS 等の感染症」は本プロジェクトに該当しない。 
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(2) 正のインパクト 

正のインパクトが発生すると判断される項目は以下の通りである。 

プロジェクト名 

非
自
発
的
住
民
移
転
等
人
口

移
動 

雇
用
や
生
計
手
段
等
の
地
域

経
済 

土
地
利
用
や
地
域
資
源
利
用 

社
会
関
係
資
本
や
地
域
の
意

思
決
定
機
関
等
社
会
組
織 

既
存
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
や
社

会
サ
ー
ビ
ス 

貧
困
層
や
先
住
民
族
な
ど
社

会
的
に
脆
弱
な
グ
ル
ー
プ 

被
害
と
便
益
の
分
配
や
開
発

プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
公
平
性 

ジ
ェ
ン
ダ
ー 

子
供
の
権
利 

文
化
遺
産 

地
域
に
お
け
る
利
害
の
対
立 

H
I
V
/
A
I
D
S

等
の
感
染
症 

1.1 自給作物生産向上  ○ ○ ○ ○ ○  ○     

1.2 農家所得向上  ○ ○ ○ ○ ○  ○     

1.3 零細牧畜乳生産向上  ○ ○ ○  ○  ○     

1.4 換金作物支援  ○ ○          

1.5 乳製品流通向上  ○ ○ ○ ○        

2.1 農産加工業振興  ○           

2.2 乳製品加工業振興  ○           

2.3 農村手工業振興  ○  ○ ○ ○  ○     

3.1 生活・生産基盤整備  ○  ○ ○ ○       

4.1 植林事業促進  ○ ○ ○ ○        

4.2 環境教育   ○          

5.1CREA 強化  ○ ○ ○ ○ ○  ○     

5.2INIAP 強化  ○ ○ ○  ○       

 

当マスタープランでは、計画の目的を住民の能力向上、相互扶助の強化においているため、

多くの正のインパクトが生じる可能性が高い。 

「非自発的住民移転等人口移動」は該当しない。 

「雇用や生計手段等の地域経済」では、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家所得向上、1.3 零細

牧畜乳生産向上、1.4 換金作物支援、1.5 乳製品流通向上、2.1 農産加工業振興、2.2 乳製品

加工業振興、2.3 農村手工業振興、3.1 生活・生産基盤整備、4.1 植林事業促進 5.1、CREA 強

化 5.2INIAP 強化のプロジェクトにおいて、プロジェクトが地域経済に与える正のインパクト

は非常に大きい。プロジェクトは、これまで支援が届かなかった地域で行うこと、優良種子

導入による地域の生産量のボトムアップであること、支援側が農牧改善の手法を提示し農民

の営農改善を図ることなど、生計の改善に直接的につながり、さらに雇用機会が創出される。 

「土地利用や地域資源利用」の内、土地利用は、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家所得向上、

1.3 零細牧畜乳生産向上、1.4 換金作物支援、1.5 乳製品流通向上、4.1 植林事業促進 5.1CREA

強化 5.2INIAP 強化のプロジェクトに関して、これまでの粗放的な土地利用から集約的活用に

変わり、適切な土地利用が図られる。一方、地域資源利用では、計画の基本が地域競争力の

あるアンデス果樹および集約牧畜への営農改善であるため、1.4 換金作物支援、1.5 乳製品流

通向上のプロジェクトにおいて正のインパクトが生じる。 
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「社会関係資本や地域の意思決定機関等社会組織」に関して、1.1 自給作物生産向上、1.2 農

家所得向上、1.3 零細牧畜乳生産向上、1.4 換金作物支援、1.5 乳製品流通向上、2.1 農産加

工業振興、2.2 乳製品加工業振興、2.3 農村手工業振興、3.1 生活・生産基盤整備、4.1 植林

事業促進 4.2 環境教育、5.1CREA 強化、5.2INIAP 強化のプロジェクトは、地域の伝統的な共

同作業であるミンガの強化によって、地域連帯および相互扶助を目的とした事業計画として

いる。したがって、プロジェクト実施により正のインパクトが生じる。 

「既存の社会インフラや社会サービス」では、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家所得向上、1.5

乳製品流通向上、2.3 農村手工業振興、3.1 生活・生産基盤整備、4.1 植林事業促進、5.1CREA

強化のプロジェクト実施により、社会インフラが形成される。 

「貧困層や先住民族などの社会的に脆弱なグループ」では、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家

所得向上、1.3 零細牧畜乳生産向上、2.3 農村手工業振興、5.1CREA 強化 3.1 生活・生産基盤

整備、5.1CREA 強化、5.2INIAP 強化のプロジェクトで正のインパクトが予想される。提案プ

ロジェクトは貧困層に焦点をあてるだけではなく、女性の能力活用に加え、社会的弱者でも

参画可能な営農形態を提案している。パイロットプロジェクト地区で、知的障害者・老人・

婦人等の参画も確認され、老人・婦人の農家の参画、女性だけの家庭の参加で生計を向上さ

せた例もある。このように、社会的弱者でも生計を向上させる可能性があることを提示して

いる。 

「被害と便益の分配や開発プロセスにおける公平性」は該当は無し。 

「ジェンダー」では、1.1 自給作物生産向上、1.2 農家所得向上、1.3 零細牧畜乳生産向上、

2.3 農村手工業振興、5.１CREA 強化のプロジェクトで正のインパクトを生む。当地域が出稼

ぎ地帯であるため、婦人の参画を考慮にいれたプロジェクトの提案が配慮されている。 

「子供の権利」、「文化遺産」、「地域における利害の対立」、「HIV/AIDS 等の感染症」は

正のインパクトの該当は無し。 
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9章 結論と勧告 

9.1 結 論 

本マスタープランは、日本側調査団およびエクアドル側政府機関の間で約 4 年間にわたる調

査およびパイロットプロジェクトを通じ実施した分析結果を基に策定されたものである。 

《プロジェクトの概要》 

このマスタープランは5つの開発コンポーネントとそれに包括される13のプロジェクトで構

成される。マスタープランのプロジェクト実施期間は 15 年間で、事業費は総額 20,693 百万

米ドル、受益者数は約 30.5 万農家である。 

《地域の抱える問題》 

当地域の貧困は、地域農民が対象地域内の農牧業では十分な収益を上げられず、域内に就労

の機会が無いことに起因している。農牧業収益が低い根本原因は、地形が急峻で経営面積が

少ないなどの農地の悪条件であるが、その他にこれまで農牧業へ技術面および資金面の支援

が少なく農業収入の増加を図ることが出来なかったこと、成年男子が域内外へ出稼ぎに出る

ために地域の農牧業への労働力が不足していることが挙げられる。 

また、エクアドル国では緊縮財政政策を行っており、地方への投資が増加する可能性は低い。

更に、多額の対外債務の存在は外国からの資金導入の支障となっており、地方貧困対策事業

を行うための資金調達が難しい。 

《開発ポテンシャル》 

しかし、計画地域の気候は涼冷で一年を通じて降雨があり農牧業に適し、この地域で行われ

ているアンデス特有の農作物栽培や小家畜飼育は特産品としての商品価値がある。また、勤

勉な国民性と伝統的な住民共同体組織であるミンガの活動があり、これらの発展によって地

域を活性化に導くことができるなどの、ポテンシャルを有している。 

《支援の必要性》 

この地域の貧困を軽減させるためには、経営規模の小さい傾斜地の農地で農牧業を行う貧困

農民が、農業・牧畜技術の向上と地域の持つ特性を生かした農牧業生産物の生産を行うため

に、農民自らが地域活性化策を行うことが必要である。この活動に対して行政側の支援機関

は、農民に対して適切な技術指導と資金投入を行い、地域住民が主体的に事業を行うことが

出来るように支援を行うことも必要である。 

《上位目標と開発コンポーネント》 

本マスタープランでは調査地域における上位目標を「生産活性化・貧困削減」とした。その

達成のために、制限要因を基に開発コンポーネント「生活の向上」、「農牧業の改善」、「農

外産業の振興」および「環境の保全」を設けた。その実現のために「支援機関の強化」コン

ポーネントを加えた。 
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《上位目標のシナリオ》 

上位目標を達成するためには、単に行政による農民への資金・技術の支援だけでなく、農民・

農民組織の自発的な活動が必要である。したがって、マスタープランのシナリオでは、農民

側の活動である「農民・農民組織の担う役割」と、その農民・農民組織の活動に合わせた行

政側の支援活動である「行政が担う役割」に分けて検討した。 

《開発課題と実施手順》 

プロジェクトは対象農民の生活水準と地域活性化レベルに合わせて効果的に実施する必要が

ある。そのため、プロジェクトの開始順序とプロジェクト実施期間を検討するために、開発

コンポーネントを構成するプロジェクトを「農民の収入を直接向上させる開発課題」と「公

共投資が必要な開発課題」に分類した。 

「農民の収入を直接向上させる開発課題」は「生産の安定」、「生産の拡大」、「集出荷体

制の整備」、「生産物の高付加価値化」である。「生産の安定」で自給作物生産を強化し、

基礎食料の自給を目指す。「生産の拡大」では、基礎作物の自給を達成した地域の生産を拡

大する。「集出荷体制の整備」では基礎作物の生産余剰分を域内外で販売するための流通体

制を構築する。「生産物の高付加価値化」では、換金作物の栽培等を行い、農家収入の増加

を図る。以上の実施順序でマスタープランを行う。 

「公共投資が必要な開発課題」は「生活・生産基盤の整備」、「環境の保全」、「実施体制・

支援体制の強化」である。対象地域の生産活動の前提となる「生活・生産基盤の整備」、「環

境の保全」はマスタープランの全期間を通じて行う。「実施体制・支援体制の強化」は、プ

ロジェクトを実施するために必要な支援側の機能強化であり、マスタープランの開始時から

終了時まで継続して活動を行う。 

《実施プロジェクト》 

以下に開発課題および開発コンポーネントとその達成のために行うプロジェクトを示す。 

表 開発課題、開発コンポーネントとプロジェクト 

開発課題 活性化レベル 開発コンポーネント プ ロ ジ ェ ク ト 

１．農牧業の改善 1-1 自給作物生産向上 
生産の安定 

 1-2 農家所得向上 

 1-3 零細牧畜乳生産向上 
生産の拡大 

 1-4 換金作物支援 

集出荷体制の整備  1-5 乳製品流通向上 

２．農外産業の振興 2-1 農産加工業振興 

 2-2 乳製品加工業振興 

農民の収入を直

接向上させる開

発課題 

生産物の高付加価値化 

 2-3 農村手工業振興 

３．生活の向上 3-1 生活・生産基盤整備 

４．環境の保全 4-1 植林事業促進 

 4-2 環境教育 

５．支援機関の強化 5-1 CREA 強化 

公共投資が必要な開発課題 

 5-2 INIAP 強化 
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《マスタープランの効果》 

本マスタープランの実施によって、対象地域の貧困農民と行政側の支援機関との関係が密接

になり、農民・農民組織の活動が活発化する。プロジェクトの実施を通じて、農民の事業へ

のオーナーシップが高まる。農民の事業を支援する関連機関ではプロジェクトを通じて支援

能力が向上する。また、組合組織運営や、共同作業による農業技術習得活動で、地域内の相

互扶助意識が高まり、地域に残る伝統的な住民の組織活動を継承できる。 

《マスタープランの結論》 

本マスタープランの開発コンポーネントおよびそれを構成するプロジェクトの実施により、

貧困農民の食糧の自給が達成され、さらに生産が拡大されることにより販売・流通が改善さ

れ、農家の収入が向上する。これら生産活動の強化に加え、競争力のある特産品が生産され、

品質向上と加工生産物を通じて生産物の価値が高まり、生産が活性化される。加えて、これ

らの生産活動の展開により、域内産業が活性化し、雇用の機会が創出される。 

プロジェクト実施に必要な生活･生産基盤の整備、環境の保全、支援機関の強化は、前述した

生産活動とその展開、および雇用創出までの結果を創出する基礎となる。 

このように本計画は、エクアドル国シエラ南部地域の「生産活性化・貧困削減」のための指

針となり、同国の山岳地域の貧困削減のための開発モデルとなる。 

 

パイロットプロジェクトについて 

本マスタープランでは、パイロットプロジェクト実施を通じて得られた教訓は計画策定に重要であるため、あらた

めて以下にその結果を抽出する。 

・ 住民間組織による集団能力の発揮のためには、支援側の密接な技術支援が必要であり、適切な指導を行えば、

ミンガの能力向上、住民組織の発揚が可能である。さらに事業実施は行政側が無償で実施することを避け、

可能な限り受益者負担で行うことが必要である。受益者負担の考え方が間接的に住民能力発揮の要因にな

る。 

・ 事業の成功には地域リーダーの存在が鍵となる。地域リーダー育成を考慮した事業実施が必要である。 

・ 支援機関と住民間の信頼醸成は、事業を成功に導くために必要であり、そのためには、支援機関側にも人材

の育成活動が必要である。 

・ エクアドル国が当マスタープランに向ける予算が少ないと予想されるため、プロジェクトは最小投資額で進

める必要がある。そのためには住民の参画が必要であり、住民間の合意を得るために住民の要望に基づいた

事業実施が必要である。 

・ 事業の持続性は、重要な項目であり、事業の持続性を根底に置いた事業実施が必要である。そのためには参

画者の技術能力を高めるとともに、地域住民が地域社会への貢献意識を持つことが重要である。さらに情報

の公開と、獲得した技術を近隣農民に移転するシステム確立も重要である。 
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9.2 勧 告 

マスタープラン策定のための調査および６ヶ所のパイロットプロジェクトの実施を通して、

調査団が得たマスタープランを実施するために必要な事項を以下に記す。 

《支援機関の強化》 

マスタープランで提案しているプロジェクトは、農民・農民組織が主体的に事業を行うこと

を基本に計画を作成しているために、支援を通じて農民の能力向上を行う支援機関の強化策

導入が目標の達成に影響する。農民・農民組織の支援機関は、CREA、INIAP、地方政府、大学

および NGO 機関であり、特に農村部での事業実施に直接的に関与してくる CREA、INIAP およ

び地方政府の強化が重要である。 

《既存農民組織の保持》 

対象地域には伝統的な農民組織があるが、出稼ぎなどに起因する過疎化によって、その活動

の低下が懸念されている。プロジェクトの実施には農民の組織化が不可欠であり、その基礎

となる地域社会組織を保全する必要がある。 

《パイロットプロジェクトの継続》 

本マスタープランで提案しているプロジェクトは各農家が小額の投入を行うプロジェクトで

ある。支援機関はパイロットプロジェクトの継続に必要な予算の確保が可能で、実施の技術・

経験を保持している。このため、マスタープランの実現のために、パイロットプロジェクト

を継続することが望ましい。 

《マスタープランの早期実現》 

エクアドル国の経済の変遷は年々急激に変化しており、都市部と地方部の地域格差を拡大す

る向である。この問題を解消するため、早期に本マスタープランを実現し、同国の貧困を削

減することが望ましい。 

《優先プロジェクトの実施》 

マスタープランの中で、優先的な展開が望まれる農牧業の改善コンポーネントでは優良種子

および優良種（クイ）の安定した供給が不可欠である。これらの投入財の維持に寄与するプ

ロジェクトの開始・継続が必要である。 

《資金調達》 

プロジェクトの効果発揮のためには、継続した事業実施が必要である。本マスタープランで

は、事業実施資金として CREA、INIAP の予算、州政府、市の予算などのエクアドル国一般予

算を想定している。事業拡大のために必要な資金調達は各関連機関の予算確保に努めるとと

もに、エクアドル国内のみならず外国の援助機関、融資機関からの資金調達の努力を続ける

ことも重要である。 
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《技術支援の要請》 

技術面での強化を図る目的で、各国の技術協力の要請を関連部門で行うことが有効である。

また、事業の活性化のため、各国のボランティア制度を活用する等の方策を推奨する。 

《保有技術の共有と活用》 

エクアドル内には CREA、INIAP を始め多くの貧困農民支援を行う機関がある。それらの支援

組織間は各々有用な技術と普及手法を保持しているため、これらの組織の相互関連、協調を

高め効率的な支援を行うことが望ましい。これには、関連機関の経験・意見および技術の結

集を行うために、地域開発にかかる委員会等を設立し、関連機関の協力・連携体制を構築す

ることが有効である。 

《自然環境の保全》 

環境保全のプロジェクトは公共性が高く、そのプロジェクトの効果・成果は長期的な視点で

考える必要がある。そのため、自然環境の保全に関する行政の支援は継続して実施する必要

がある。 
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